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序     文 
 

2005 年 7 月に鳥インフルエンザ（AI）ヒト感染症例がインドネシア共和国で確認されて以降、

同国では世界で最も多い 177 の感染症例と 144 の死亡例（WHO 発表）が確認（2011 年 5 月 13 日

時点）されており、現在も感染例と死亡例の報告が続いています。 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は同国保健省疾病対策環境保健総局及び南スラウェシ州保

健局と協力し、「南スラウェシ州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要

感染症サーベイランスシステムを通じて強化される」ことを目的として、2008 年 10 月から 2011

年 10 月までの 3 年間の予定で技術協力プロジェクト「鳥インフルエンザ・サーベイランスシステ

ム強化プロジェクト」を開始しました。 

今般、本プロジェクトの協力期間終了を控え、プロジェクトの活動実績、成果の達成度を確認

すると共に、今後の協力のために必要な教訓・提言を取りまとめることを目的とし、終了時評価

調査を実施しました。 

本報告書は終了時評価調査結果を取りまとめたもので、今後の本プロジェクトの成果の展開に

広く活用されることを願うものです。 

最後に、これまでの本プロジェクトの実施にあたり、ご協力いただいた内外の関係各位に対し

心から感謝の意を表します。 

 

平成 23 年 6 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部部長 萱島 信子 
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EWARS Early Warning Alerting and Response 
System 

早期警戒警報対応システム 

FETP Field Epidemiology Training Program 実地疫学専門家養成プログラム 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

KOMDA Komisariat Daerah (Indonesian) 鳥・新型インフルエンザ地方対策委員会

MOH Ministry of Health 保健省 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

OVIs Objectively Verifiable Indicators  指標 

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジメント

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PHO Province Health Office 州保健局 

PO Plan of Operation 活動計画表 

RRT Rapid Response Team 早期疫学対応チーム 

TOT Training of Trainers 指導者研修 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 

USAID United States Agency for International 
Development 

米国国際開発庁 

USCDC United States Centers for Disease Control 
and Prevention 

米国疾病対策予防センター 

WHO World Health Organization 世界保健機関 

 



 



i 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 
 

案件名：鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プ

ロジェクト 
分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部  
保健第二グループ保健第三課 

協力金額：1.97 億円 

先方関係機関：保健省疾病対策環境保健総局サーベイランス

疫学予防接種局、南スラウェシ州保健局 
日本側協力機関：国立国際医療研究センター、国立感染症研究所

 
 
協力期間 

(R/D):  
2008 年 10 月 20 日〜

2011 年 10 月 19 日 
他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、インドネシア）で 2005 年 7 月に鳥インフルエンザ（Avian Influenza：
AI）ヒト感染例が確認されて以降、2011 年 5 月 13 日時点において世界で最も多い 177 の感染症

例と 144 の死亡例、世界保健機関（World Health Organization：WHO 発表）が確認されており、

現在も感染例と死亡例の報告が続いている。AI ヒト感染の拡大は感染力の強いウイルス（新型

インフルエンザ）への変異を引き起こし、インドネシア国内のみならず世界中に多大な感染者と

死者を出す可能性が危惧される。そのため、AI ヒト感染の早期検知・早期対応により、新型イ

ンフルエンザによる社会的影響を最小限に抑制することが、国際社会においても強く求められて

いる。 
こうした状況下、インドネシア保健省は、2006 年発効の AI サーベイランスの国家ガイドライ

ンを基本にして、AI 患者の早期発見・早期対応により AI の蔓延防止の取り組みを実施している。

この中で、州・県保健局のサーベイランス担当官の役割を AI ヒト感染疑い症例の検知と報告、

住民啓発、鳥に対するサーベイランス（農業省で実施）との調整に絞り、サーベイランスシステ

ムの強化を計画していた。しかしながら、州・県保健局のサーベイランス担当官には必要な知識

や技術、コミュニティとの連携が不足しており、実際のサーベイランスシステムは脆弱であった

ため、当時報告されている症例数や死亡例数は過小評価であるとされていた。 
特に、南スラウェシ州では①家禽密度及び AI 発生数が多く、かつ人口密集地であるため、イ

ンドネシア政府により AI ヒト感染のリスクが高レベルと分類されているにもかかわらず、他の

高リスク州に比べ国際的な支援が少ないこと、②鶏への AI 感染数が多い割にヒト症例の報告が

少なく、サーベイランス能力が低いことが予想されたこと、③東インドネシアの玄関口として交

通の要所であることなどから、インドネシア政府はわが国に技術支援を求め、同州をプロジェク

トサイトとし本件が要請された。 
これに対して、独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は

インドネシア保健省及び南スラウェシ州保健局と協力し、「南スラウェシ州において、AI ヒト

感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感染症サーベイランスシステムを通じて強化され

る」ことを目的として、2008 年 10 月から 2011 年 10 月までの 3 年間の予定で技術協力プロジェ

クト「鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プロジェクト」が開始された。2009 年

12 月に実施された中間レビュー調査では、インドネシアの強いコミットメントもあり、プロジ

ェクト開始当初は活動に遅れが見られたものの、着実に成果を挙げつつあることが確認されてい

る。インドネシア側のオーナーシップ・自主性の高まりも確認され、プロジェクト期間内でのプ
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ロジェクト目標達成が期待されているところであった。 
 

１－２ 協力内容 
(1) スーパーゴール 

インドネシアにおいて、重要感染症サーベイランスシステムが強化される。 
 

(2) 上位目標 
インドネシアの他州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感染

症サーベイランスシステムを通じて強化される。 
 

(3) プロジェクト目標 
南スラウェシ州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感染症サ

ーベイランスシステムを通じて強化される。 
 

(4) 成果 
1) 公的・民間医療機関、州・県保健局から保健省に対する AI ヒト感染疑い症例の検知・

報告・記録体制が、包括的地域重要感染症サーベイランスシステムを通じて強化される。

2) いくつかの保健所監督下にあるコミュニティにおいて、地域重要感染症に加えて、AI
ヒト感染疑い症例の早期報告システムが開発される。 

3) 州及び県早期疫学対応チーム（Rapid Response Team：RRT）のアウトブレイク調査能力

が強化される。 
4) AI ヒト感染疑い症例及び濃厚接触者の検体の採取、移送及び検査結果の管理が一連の

流れで実施される。 
5) サーベイランス及びレスポンスに関して、中央レベル、南スラウェシ州及び各県の連携

が強化される。 
 

(5) 投入（評価時点） 
日本側 
専門家派遣：56.22 M/M 
機材供与：早期警戒警報対応システム（Early Warning Alerting and Response：EWARS）用コ

ンピューター（モデム含む）、SMS Gateway 用サーバー 
ローカルコスト負担：約 5,890,000,000 ルピア（約 5,890 万円） 
研修員受入：22 名 
相手国側 
カウンターパート配置：22 名 
土地・施設提供：保健省及び州保健局内プロジェクト事務所スペース 
ローカルコスト負担：研修及びセミナーの準備 
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２．評価調査団の概要 

団長・総括 牛尾 光宏 JICA 人間開発部技術審議役 
疫学 金井 要 国立国際医療研究センター国際医療協力部部長 
サーベイランス 三好 知明 国立国際医療研究センター国際協力部派遣協力第

二課課長 
協力企画 加藤 誠治 JICA 人間開発部保健第二グループ保健第三課 

企画役 

調査者 

評価分析 井上 洋一 ㈱日本開発サービス 調査部 主任研究員 
調査期間 2011 年 5 月 17 日〜2011 年 6 月 1 日 評価種類：終了時評価 

 
３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
(1) 成果 1 

成果 1 の指標はおおむね達成されている。 
ベースライン調査結果をもとに技術指針が作成され、検知・報告・記録やサーベイラン

ス実施状況評価、サーベイランスデータの報告方法などが標準化されている。この技術指

針は県/市サーベイランス担当官（District Surveillance Officer：DSO）研修等を通じて運用

が開始されており、2010 年 5 月には州知事令として公式に認可されるに至っている。技術

指針は実際の運用状況や机上訓練結果に基づいて改訂がなされており、より運用性が高め

られている。サーベイランスを担う人材の知識と技能は、研修前後の試験結果の向上も確

認され、技術指針に従った運用が定着しつつあることからも、その向上が確認できる。検

知・報告・記録及び情報のフィードバックについても、研修を通した人材育成とともに、

SMS ゲートウェイやインターネット利用したハード面でのシステム強化も図られている。

 
(2) 成果 2 

成果 2 の指標は、プロジェクト期間終了までにおおむね達成されることが見込まれる。

RRT 研修や DSO 研修、EWARS 研修、机上訓練の中で、AI ヒト感染疑い症例が発生した

際の地域住民への啓発方法の訓練が行われた。また、技術指針の中で、サーベイランスに

対するコミュニティ保健ボランティア（カデール）の役割が明記された。地域住民参加型

サーベイランス（Community-based Surveillance：CBS）研修では、コミュニティにおける保

健ボランティアを対象に、技術指針に基づいた研修モジュールを用いて感染症アウトブレ

イクの早期報告に関する指導がなされた。県保健局や保健センターとの良好な協力関係の

もと、カデールからモジュールに従って、AI のみならず地域重要感染症の報告があがりは

じめている（ゼロ報告を含む）ことから、将来的なサーベイランスシステムへの貢献は大

いに期待できる。 
 

(3) 成果 3 
指標の一部は未達成であるが、以下の理由により、成果 3 はプロジェクト期間終了まで

におおむね達成されることが見込まれる。 
ベースライン調査結果に基づいて技術指針が作成され、RRT の活動が標準化された。ま

た、技術指針をもとに作成された研修モジュールを用いた RRT 研修が実施され、AI を含む
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感染症アウトブレイクの早期対応を担う人材の知識と技能の向上は、研修前後の試験結果

の向上や実際の AI 事例での早期対応が技術指針に従って適切に実施されたことで説明で

きる。 
家畜セクターと保健セクターとの定期的な情報共有については、現時点では証拠となる

文書作成が十分でなく、2011 年度第 2 四半期に予定されている RRT リフレッシャー研修に

おいて強調される点となるだろう。しかしながら、AI 対応は保健センター、家畜セクター

の共同対応が必要であることの認識は高く、中央レベル、州レベル、県以下の現場レベル

でも日常的な情報共有がなされている。 
 

(4) 成果 4 
プロジェクトの対象範囲（ターゲットグループ）及びプロジェクト期間を考慮した場合、

プロジェクト期間内での本指標の達成は困難であるが、検体の採取、移送及び検査結果管

理向上に向けた環境は整備されたものと判断できる。 
ベースライン調査結果をもとに、技術指針で検体の採取、移送及び検査結果の管理が標

準化された。技術指針をもとに作成された研修モジュールを用い、実際に検体にかかわる

担当者について実技を含め検体の採取、移送及び検査結果管理について実技を含めた研修

が実施された。机上訓練においても、手順の再確認を行っている。2010 年 9 月下旬の AI
ヒト疑い例報告の際には県 RRT による検体採取が行われ、RRT による検体採取が可能にな

ったことが確認されている。 
他方、終了時評価時点でも不適切な検体取り扱いが散見されており、本指標を完全に満

たしたとは言い難い。実際に検体取り扱いの担当は検査技師であるため、ターゲットグル

ープを含むプロジェクト規模の観点から積極的な介入には限界がある。これに対し、州検

査施設（Balai Besar Laboratorium Kesehatan（Indonesian）：BBLK）はプロジェクト作成の

検体取り扱いに関するチェックリスト運用を実施しており、今後の研修等での協力も約束

されている。技術指針により検体取り扱いが標準化されるとともに、検体採取と移送につ

いての適切性をモニタリングするシステムは構築されたことから、今後の向上は一定レベ

ル期待できるものと思料される。 
 

(5) 成果 5 
成果 5 の指標は、プロジェクト期間終了までにおおむね達成されることが見込まれる。 

ベースライン調査により中央レベル、南スラウェシ州及び各県/市の連携における問題点

が明確化され、技術指針によりサーベイランスや疫学対応、情報伝達、監督指導等の各レ

ベル間の連携を標準化した。RRT 研修や DSO 研修、机上訓練においても、技術指針に則っ

て上述の連携強化にかかわる指導が実施されている。また、EWARS と SMS ゲートウェイ

導入により共時的な情報共有が可能になっており、特に協働活動が求められるアウトブレ

イク対応について、県の早期疫学対応チームと州の早期疫学対応チームの連携の適時性に

ついて顕著な向上が認められている。 
 

(6) プロジェクト目標 
報告の適時性、フィードバックに関する指標は目標値に到達はしていないものの、報告
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の適時性、完全性共に着実な向上を続けており、適切なアウトブレイク調査が実施できて

いることを考慮した場合、地域重要感染症を含めて AI ヒト感染疑い症例に対するサーベイ

ランスは強化されたと判断できることから、プロジェクト目標はおおむね達成されたもの

と判断できる。 
しかしながら、中間レビュー以降に EWARS や SMS Gateway の導入に伴い、週単位の報

告適時性や情報の即時共有は大きな向上が認められ、現在実施されているモニタリングや

監督指導が維持されれば、将来的にはこれらの数値目標が達成されることは大いに期待さ

れる。また、本プロジェクト期間内に発生した AI ヒト感染疑い症例や家禽 AI アウトブレ

イク時には、保健セクター内並びに家畜セクター等の他セクターとの情報伝達、RRT によ

る即時共同対応は技術指針に沿って適切に実施されている。 
 

３－２ 評価結果の要約 
(1) 妥当性 

インドネシア保健省は、「国家長期保健開発計画 2005－2025」及びその具体的な施策と

なる「保健セクター戦略計画 2010−2014」において AI 対策を重視している。終了時評価調

査時点においても、インドネシア保健政策におけるサーベイランスシステム強化の優先性

は維持されており、AI ヒト感染疑い症例を切り口とした地域重要感染症サーベイランスシ

ステム強化をめざす本プロジェクトの目標は、現時点においてもインドネシア保健政策と

の一致性は高い。また、ガイドラインに従ったサーベイランスの現場レベルでの具体的な

実施指針となる「技術指針」の作成、技術指針に基づいた人材育成、疾患報告システムの

強化は、保健省をはじめとして州保健局、県保健局のニーズとの一致性も高い。 
また、わが国の政府開発援助（Official Development Assistance：ODA）政策や国際保健政

策 2011-2015 でも、鳥インフルエンザを含む新興感染症への備えや国際協調の重要性に言

及している。インドネシアは AI ヒト感染例が世界で最も多いことからも、インドネシアに

対して AI 対策にかかわる支援行う本プロジェクトは、わが国の援助政策との整合性も高

い。 
 

(2) 有効性 
インドネシアにはサーベイランスに関する国家ガイドラインが作成されていたものの、

現場レベルでの実際のオペレーションにはガイドラインで示された内容が十分に反映され

ていなかった。これに対し、本プロジェクトでは国家ガイドラインや国際保健規則に沿っ

て、関係者との十分な協議のもとで「技術指針」が作成され、実際のオペレーション強化

を図っている。プロジェクト内で実施した各種研修は技術指針に沿って実施され、サーベ

イランスを適切に実施するための人材が育成されている。また、現場でのサーベイランス

が技術指針に沿って運営されており、プロジェクト期間内に発生した AI ヒト感染疑い症例

発生時も、技術指針に沿った適切な対応が取られていることが確認されている。 
しかしながら、指標の達成度については、中間レビュー時に示された目標値を達成でき

ていない。これらの指標は国家基準に基づいて設定されたものであり、最終的な到達点と

しては妥当であるものと考えられるものの、プロジェクト期間終了時の到達目標としては
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難易度が高かった感が否めない。とは言え、EWARS 及び SMS Gateway 導入後は報告の適

時性や完全性が改善し、2011 年に入ってからは目標をおおむね達成できている。現在実施

されているモニタリングや監督指導が維持されれば、将来的にはこれらの数値目標が達成

されることは大いに期待でき、「サーベイランスシステムが強化されたか」との観点から

は、プロジェクト目標をほぼ達成できているものと判断でき、プロジェクトの有効性はお

おむね高いと考えられる。 
 

(3) 効率性 
プロジェクト活動は活動計画に沿って実施されたが、長期専門家派遣や会計年度の違い

による予算執行の遅れ、技術指針作成の遅れ、関係者間のコミュニケーションの問題等に

より、プロジェクト開始当初は活動の円滑な進捗に影響が生じている。 
プロジェクトの効率性はこれらの遅れによって阻害されたものと考えることもできる

が、時間資源そのものは有効に活用された。また、技術指針についてはすでに改訂作業が

行われ、州内の関係機関に配布されており、RRT リフレッシャー研修など、予定した活動

はプロジェクト期間内に終了できる見込みであることから、上述した問題が最終的なプロ

ジェクト目標の達成に重大な影響を及ぼさなかったと考えられる。 
以上のことから、プロジェクト活動の進捗管理との観点からは、その効率性はおおむね

保たれたものと考えることができる。 
 

(4) インパクト 
症例の早期検知から早期対応、報告体制に至る一連のサーベイランスシステムは技術指

針を支柱として一定の確立が確認されていることから、南スラウェシ州において AI を含む

地域重要感染症のサーベイランスシステムの土台は形成されたものと考えられる。南スラ

ウェシ州の現状を十分に反映して改訂された技術指針については既に関係各所への配布が

実施されており、更なるサーベイランス機能の強化が期待される。 
保健省はこのような南スラウェシ州で確立されたサーベイランスシステムモデルを高く

評価しており、具体的にも中央スラウェシ州を皮切りに、段階的に全国展開を進める構想

を表明している。実際に、中央スラウェシ州では本年 4 月にアドボカシー会議を開催して

おり、6 月から 7 月頃に EWARS の導入を予定している。また、全国展開に際しては、プロ

ジェクトで養成された州保健局の人材を講師等として活用することを検討しており、南ス

ラウェシ州の経験の他州への展開（上位目標）の達成見込みとの観点からは、本プロジェ

クトのインドネシア感染症サーベイランスシステムに対して大きなインパクトを与えるも

のであると考えられる。 
 

(5) 自立発展性 
インドネシア保健省は、「国家長期保健開発計画 2005－2025」及びその具体的な施策と

なる「保健セクター戦略計画 2010−2014」において AI 対策を重視しており、今後もその優

先性は維持されるものと表明している。実際に保健省は中央スラウェシ州を皮切りにした

段階的に全国展開に関する取り組みを開始していることからも、政策的自立発展性はある
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程度担保されたものと評価できる。 
保健省は南スラウェシ州で確立したサーベイランスシステムモデルの段階的な全国展開

への取り組みを開始している。しかしながら、具体的な他州への展開に際しては、保健省

や州政府などの今まで以上のコミットメントが求められ、人的並びに資金的リソースの確

保が必要になるものと考えられる。プロジェクトによって州保健局に監督・指導者が育成

されたとはいえ、本格的な全国展開には、対象州政府の人的・財政的コミットメントを取

り付けておくとともに、参考資料として使用できるよう必要な人材や活動内容などを予め

明らかにしておくことが望ましい。 
技術指針に基づいたサーベイランスシステム運用が大きな成果を上げており、人材育成

も図られたことから、技術的側面での一定の自立発展性が南スラウェシ州では担保された

状態と言えるが、全国展開に向けてはその導入、展開に向けた技術支援の必要性も示唆さ

れる。また、州外への展開や州内の活動維持については、州及び県政府のコミットメント

が必要であり、財政的、政策的自立発展性は十分に担保されているとは言い難い。したが

って、これらの問題に対してインドネシア側の継続的な取り組みが実施されるとともに、

他州への展開に対して、財政的側面も含めた技術協力が何らかの形で得られれば、より自

立発展性を強固なものにできると考えられる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること 

他セクターとの良好な協力関係はプロジェクト期間を通して維持されていた。家畜セク

ターや検査セクターとは RRT の一因として連携した活動が実施され、情報共有体制もプロ

ジェクト開始後に大きく向上している。また、プロジェクトで実施した研修には講師とし

て協力が得られたり、技術指針改訂作業にも十分な協力が得られており、成果達成に向け

た促進要因として整理できる。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 
EWARS、RRT 及び DSO は、それぞれ WHO、米国疫病対策予防センター（United States

Centers for Disease Control and Prevention：USCDC）及び米国国際開発庁（United States Agency
for International Development：USAID）によりインドネシアに紹介・導入されたものであっ

たが、現場レベルでの導入は十分に進んでいなかった。本プロジェクトでは、それら既存

のシステムを活用し、南スラウェシ州の現状に合わせて改定、具体的な導入を支援してい

る。研修で使用したモジュールも既存の他ドナー作成のものを基に作成している。したが

って、間接的な連携ではあるものの効果的な相乗効果が得られたものと考えられ、その意

味では連携以上のものがあったといえる。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
(1) 計画内容に関すること 

特になし。 
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(2) 実施プロセスに関すること 
財政的な自主性は高まりを見せており、おおむね適切にプロジェクト活動に必要な予算

措置は行われた。しかしながら、インドネシアの地方分権促進の影響もあり、一部の県保

健局ではアウトブレイク対応など必要最小限の活動に対しての予算のみ確保されている状

況であり、保健センターへの定期的なフィードバックや監督指導実施が困難である。 
 

３－５ 結論 
終了時評価時点では、最終 1 年間のプロジェクト目標に対する指標の達成度は計測途中である

が、直近 3 週間連続で同指標は 80％を十分上回っていることから、終了時までの 1 年間のデータ

を推定すれば、本プロジェクト目標が達成されることは可能と判断できる。 
また、本プロジェクトの中心的な成果指標のひとつである技術指針は着実に作成され、かつ、

現場で実行されその結果を踏まえ改訂されている。この技術指針は南スラウェシ州知事令として

公式化されており、本プロジェクトの大きな成果と高く評価できる。 
さらに、中央スラウェシ州では、保健省による本プロジェクトで作成された技術指針のアドボ

カシー活動が既に行われており、また、複数の他州からも同指針を入手したいという希望が州保

健局に寄せられている。 
これらのことから、本プロジェクトは 3 年間という短い期間であるにもかかわらず、上記目標

である「インドネシアの他州において、AI ヒト感染症サーベイランスが、包括的地域重要感染

症サーベイランスシステムを通じて強化される」に関して、既にその萌芽が出ていることからも、

本プロジェクトは特筆すべき成果を上げていると評価できる。 
 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
<保健省> 

１．AI を地域重要感染症サーベイランスシステムの必要性・重要性について、引き続き高い

コミットメントを発すること。 
２．特に、まだ同システムが導入ないしは確立していない州に対して、その導入・確立を強く

示唆する。 
３．保健省は、州間の経験、情報交換を促進するような機会を設けること。 

<州保健局> 

１．州保健局は、サーベイランスシステム運営に必要な予算を確保するとともに、必要な人材

育成にも更に努力すること。 
２．州保健局は、経験や情報について県間での共有を促進するような機会を定期的に設けるこ

と。 
<県保健局> 

１．県保健局は、サーベイランスシステム運営に必要な予算を確保するとともに、必要な人材

育成にも更に努力すること。 
２．県保健局は、経験や情報について保健センター間での共有を促進するような機会を定期的

に設けること。 
<プロジェクト/JICA 専門家> 
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１．本プロジェクトで確立したサーベイランスシステムモデルを南スラウェシ州以外で展開す

るには、技術指針のどの部分を当該州の実情にかなったものに修正しなければならないか

を検討すること。 
２．南スラウェシ州での経験を他州で活用できるよう、分野別の作業行程、困難であった点な

どをまとめておくこと。 
<共通事項> 

１．家畜セクター、検査セクターなど関係機関との情報共有、協力関係の維持・向上に努める

こと。 
 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 
１．本プロジェクトは 3 年間という短期間で、なおかつ多くの行政レベルにまたがるにもかか

わらず、そのプロジェクト目標をほぼ達成し、インドネシアにおける AI サーベイランス

モデル開発を可能としたのは、現地の状況に合わせて既存のサーベイランスシステムをパ

ッケージ化することによって、国家戦略の実現をめざすというプロジェクトデザインによ

り、中央、並びに州レベル双方の強いコミットを得たことからである。 
２．しかしながら、本モデルを他州に展開するためには 3 年間はあまりに短く、モデルの拡大

をプロジェクト計画当初から配慮したプロジェクトデザインも必要であった。 
３．プロジェクトがまず、「技術指針」を地域の現状にあわせて作成し、これを基に活動を展

開しながら机上訓練等を通じて改訂をすることにより、現地スタッフの技術的基盤とオー

ナーシップが増し、これが予算確保や他州への拡大への意欲などで示される自立発展性の

促進につながった。 
４．さらに、プロジェクトではコストシェアリングを導入してきたが、これは州レベルにおけ

るコスト意識変革と予算獲得に繋がっており、プロジェクト終了後の自立発展性に関する

重要な変化を生んでいる。 
５．プロジェクトはサーベイランスシステム強化であり、その基本は関係者のキャパシティデ

ベロップメントであるが、そのための研修や指導等のプロジェクト活動を通じた実施機関

間の関係性強化が最終的なシステム確立を可能としたと考えられる。 
６．本プロジェクトのデザインが固まり、開始が決定された段階では、インドネシア側が本プ

ロジェクトの予算措置を講じることができる時期を過ぎており、プロジェクト初年度の予

算に関してインドネシア側の負担がない状態となり、プロジェクトの活動が停滞した。プ

ロジェクトの計画立案プロセスにおいては、相手国側の予算措置プロセスを十分考慮する

ことが重要である。 

 



 

 



  

第１章 終了時評価の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯 

インドネシア共和国（以下、インドネシア）で 2005 年 7 月に鳥インフルエンザ（AI）ヒト感

染例が確認されて以降、2011 年 5 月 13 日時点において世界で最も多い 177 の感染症例と 144 の

死亡例（WHO 発表）が確認されており、現在も感染例と死亡例の報告が続いている。AI ヒト感

染の拡大は感染力の強いウイルス（新型インフルエンザ）への変異を引き起こし、インドネシア

国内のみならず世界中に多大な感染者と死者を出す可能性が危惧される。そのため、AI ヒト感染

の早期検知・早期対応により、新型インフルエンザによる社会的影響を最小限に抑制することが、

国際社会においても強く求められている。 
こうした状況下、インドネシア保健省は、2006 年発効の AI サーベイランスの国家ガイドライ

ンを基本にして、AI 患者の早期発見・早期対応により AI の蔓延防止の取り組みを実施している。

この中で、州・県保健局のサーベイランス担当官の役割を AI ヒト感染疑い症例の検知と報告、

住民啓発、鳥に対するサーベイランス（農業省で実施）との調整に絞り、サーベイランスシステ

ムの強化を計画していた。しかしながら、州・県保健局のサーベイランス担当官には必要な知識

や技術、コミュニティとの連携が不足しており、実際のサーベイランスシステムは脆弱であった

ため、当時報告されている症例数や死亡例数は過小評価であるとされていた。 
特に、南スラウェシ州では①家禽密度及び AI 発生数が多く、かつ人口密集地であるため、イ

ンドネシア政府により AI ヒト感染のリスクが高レベルと分類されているにもかかわらず、他の

高リスク州に比べ国際的な支援が少ないこと、②鶏への AI ヒト感染数が多い割にヒト症例の報

告が少なく、サーベイランス能力が低いことが予想されたこと、③東インドネシアの玄関口とし

て交通の要所であることなどから、インドネシア政府はわが国に技術支援を求め、同州をプロジ

ェクトサイトとし本件が要請された。 
これに対して、JICA はインドネシア保健省及び南スラウェシ州保健局と協力し、「南スラウェ

シ州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感染症サーベイランスシステ

ムを通じて強化される」ことを目的として、2008 年 10 月から 2011 年 10 月までの 3 年間の予定

で技術協力プロジェクト「鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プロジェクト」が開

始された。2009 年 12 月に実施された中間レビュー調査では、インドネシアの強いコミットメン

トもあり、プロジェクト開始当初は活動に遅れが見られたものの、着実に成果を挙げつつあるこ

とが確認されている。インドネシア側のオーナーシップ・自主性の高まりも確認され、プロジェ

クト期間内でのプロジェクト目標達成が期待されているところであった。 
今回実施する終了時評価調査は、2011 年 10 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動

の実績、成果を評価、確認するとともに、終了までのプロジェクト活動に対する提言及び今後の

類似事業にあたっての教訓を導くことを目的として、本終了時評価調査団を派遣した。 
 
１－２ 終了時評価の目的 

終了時評価の目的は以下に示すとおりである。 
(1) プロジェクトの進捗をレビューし、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、

自立発展性）の評価基準に従ってプロジェクトの成果を評価する。 
(2) プロジェクトの成果に対する促進要因及び阻害要因を同定する。 
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(3) 上記の分析結果に基づいてインドネシア側と共同で残りのプロジェクト期間での活動方

針について協議する。 
(4) 終了時合同評価報告書に調査結果を取りまとめる。 

 
１－３ 合同評価調査団のメンバー 

終了時評価は、JICA 及びインドネシア側と合同で実施した。終了時合同評価チーム（以下、評

価チーム）の構成は以下のとおりである。 
<日本側> 

担当業務 氏 名 役職及び所属 現地派遣期間

団長・総括 牛尾 光宏 JICA 人間開発部技術審議役 5 月 22 日～ 
6 月 1 日 

疫学 金井 要 国立国際医療研究センター 国際医療協力部 部
長 

5 月 22 日～ 
6 月 2 日 

サーベイラン

ス 
三好 知明 国立国際医療研究センター国際協力部 

派遣協力第二課課長 
5 月 22 日～ 
6 月 2 日 

協力企画 加藤 誠治 JICA 人間開発部 保健第二グループ保健第三課  
企画役 

5 月 22 日～ 
6 月 2 日 

評価分析 井上 洋一 ㈱日本開発サービス調査部 主任研究員 5 月 17 日～ 
6 月 1 日 

 

<インドネシア側> 

役職及び所属 氏 名 

Director of Immunization and Quarantine, MOH Dr. Andi Muhadir, MPH 

Head of PHO Dr. H. Rachmat Latief, Sp.PD, M.Kes, FINASIM

Head of outbreak, sub-directorate, MOH Dr. Hari Santoso, SKM, M.Epid 

Head of Disease Prevention and Environmental Health 
Sub-Office,PHO 

Dr. H. Muhammad Anwar, M.Kes 

Head of Instruction and Evaluation section, MOH Ms. Rosliani, SKM, MSc.(PH) 

Head of Disease Surveillance and Matra Section, PHO Dr. H. Erwan Tri Sulistyo M.Kes 

Staff of PHO Mr. Andi Sofyan, SKM, M.Kes 

Staff of PHO Ms. Debsy V. Pattilima, SKM 

Staff of PHO Ms. Agustina, SKM 

Staff of PHO Mr. Iqbal Arief, SKM, M.Kes 

Staff of PHO Mr. Muhammad Akhyar Ahmad SKM, M.Kes 

Staff of PHO H. Hasnah, S.Sos, SKM 

Staff of PHO Mr. Basri, SKM 

 
現地調査は 2011 年 5 月 17 日から 2011 年 5 月 31 日に実施し、サイト視察、インタビュー、プ

ロジェクト報告書等の関連文書レビューを実施した。 
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１－４ プロジェクトの枠組み 

本プロジェクトでは、ベースライン調査に基づいて作成された「南スラウェシ州鳥インフルエ

ンザヒト症例サーベイランス技術指針」（以下、技術指針）に従い、州保健局で指導者を養成、

医療施設を含む州以下の各レベルの情報還元システムを含む検知・報告・記録体制強化を図り（成

果 1）、検体の採取、移送及び検査結果管理を整備すること（成果 4）により、AI ヒト感染疑い

症例のサーベイランス能力を強化する。他方、家畜セクター等と恊働のもと州及び県早期対応チ

ーム（RRT）の機能強化やコミュニティでの啓発活動、地域参加型サーベイランス（CBS）のパ

イロットシステム開発を行い、AI ヒト感染アウトブレイクに対する早期対応能力強化を図る（成

果 2 及び 3）。これらの活動を家畜セクターや地域開発企画局（Badan Perencana Pembangunan Daerah
（Indonesian）：BAPPEDA）、鳥・新型インフルエンザ対策委員会（Komisariat Daerah（Indonesian）：
KOMDA）を協力しながら実施し、最終的には包括的な実用性検証のもとで AI ヒト疑い症例サー

ベイランスモデルとしての標準化をめざす（成果 5）。 
以上の取り組みを通じて、本プロジェクトでは南スラウェシ州をパイロットとして、将来的な

自助努力による全国展開（上位目標）に向けた AI ヒト感染症例サーベイランスの強化（プロジ

ェクト目標）を行うものである。 
最新プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）である version 2 に

示されるスーパーゴール、上位目標、プロジェクト目標、成果、活動を以下に示す。 
 
最新の PDM（2010 年 2 月 17 日改訂） 

スーパーゴ

ール 
インドネシアにおいて、重要感染症サーベイランスシステムが強化される。 

上位目標 インドネシアの他州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域

重要感染症サーベイランスシステムを通じて強化される。 

プロジェク

ト目標 
南スラウェシ州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要

感染症サーベイランスシステムを通じて強化される。 

成果 成果 1 
公的・民間医療機関、州・県保健局から保健省に対する AI ヒト感染疑い症例の

検知・報告・記録体制が、包括的地域重要感染症サーベイランスシステムを通

じて強化される。 
 
成果 2 
いくつかの保健所監督下にあるコミュニティにおいて、地域重要感染症に加え

て、AI ヒト感染疑い症例の早期報告システムが開発される。 
 
成果 3 
州及び県早期疫学対応チームのアウトブレイク調査能力が強化される。 
 
成果 4 
AI ヒト感染疑い症例及び濃厚接触者の検体の採取、移送及び検査結果の管理が
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一連の流れで実施される。 
 
成果 5 
サーベイランス及びレスポンスに関して、中央レベル、南スラウェシ州及び各

県の連携が強化される。 

活動 
活動 1 
1-1. 南スラウェシ州での AI サーベイランスシステムの全体構成と現状を明確

化する。 
1-2. （AI ヒト感染症例サーベイランスに関する）州技術指針（検知・報告・記

録を含む実施指針）の作成・改訂を実施する。 
1-3. 州でサーベイランスに関する指導者養成研修を実施する。 
1-4. （県以下の）各レベルでのサーベイランスに関する研修を実施する。 
1-5. 保健省は州サーベイランス担当官への指導を目的とした訪問を行う。 
1-6. 州及び各県のサーベイランス実施状況を評価する。 
1-7. 技術指針に基づいた情報還元システムを構築する。 
 
活動 2 
2-1. 家畜セクター及び既存の活動（国連児童基金（United States Agency for 

International Development：UNICEF）、KOMDA（鳥・新型インフルエンザ

対策委員会）等の支援による）と協力し、コミュニティに対する啓発活動

を行う。 
2-2. 約 50 の村で、地域住民参加型サーベイランス（CBS）のパイロットシステ

ムを開発する。 
 
活動 3 
3-1. 報告書を通じて、アウトブレイク検証及び調査の質についてモニタリング

する。 
3-2. 州及び県早期疫学対応チームにアウトブレイク調査に関する研修を実施

する。 
3-3. 州保健局はプロジェクト経験を 3 カ月毎に保健省と共有する。 
3-4. 州保健局は保健省主催の鳥インフルエンザに関する活動に参加する。 
3-5. 州及び県早期疫学対応チームに対する家禽類の AI アウトブレイク及びヒ

ト感染疑い症例に関する検知の現状を評価し、必要に応じ改善する。 
3-6. AI アウトブレイク地域で、家畜セクターと協力し啓発活動を行う。 
3-7. 州保健局及び数箇所の県保健局参加のもと（AI アウトブレイク対応の）机

上訓練を実施する。 
 
活動 4 
4-1. 検体の採取・移送を能率化する。 
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4-2. 検体検査施設から州保健局への検査結果の報告体制を改善する。 
4-3. AI ヒト感染症例と家禽類感染例の検査結果の比較を促進し、情報の共有及

び早期疫学対応チームの二次活動に役立てる。 
4-4. AIヒト感染疑い症例から採取した検体をBBLK（南スラウェシ州検査施設）

へ適時に移送する。 
 
活動 5 
5-1. 保健省が、必要に応じて南スラウェシ州での経験を AI 国家サーベイラン

スシステムへ組み込む。 
5-2. 家畜セクターや BAPPEDA、KOMDA 等のステークホルダーを（本プロジ

ェクトの活動に）関与させる。 
5-3. サーベイランスの包括的な評価を実施する。 
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第２章 終了時評価の方法 
 
２－１ 評価手法 

終了時評価は「新 JICA 事業評価ガイドライン」（2010 年 6 月）に沿って実施された。実績・

実施プロセスの確認と 5 項目評価を行うための調査項目について、何をどのように実施したらよ

いのか具体的な方法を検討するため、評価設問、必要な情報・データ、情報源、データ収集方法

について一覧表で示した評価グリッド（付属資料 2）を作成した。  
日本側評価チームのメンバーは評価グリッドに基づき、カウンターパートや各関係機関、日本

人専門家に対して質問票やインタビューによる調査を実施し、プロジェクトのレビューを実施し

た。 
調査結果は日本—インドネシア合同で、プロジェクト・サイクル・マネジメント（Project Cycle 

Management：PCM）の常法に則り、最新の PDM version 2（2010 年 2 月 17 日改訂）に基づいてプ

ロジェクト成果の到達度の確認及び評価 5 項目での分析を実施し、合同評価報告書を取りまとめ

た。 
 
２－２ 評価 5 項目 

本終了時評価に用いた評価 5 項目の概説を以下の表－１に示す。 
 

表－１ 評価 5 項目の概説 

評価 5 項目 概説 

妥当性 終了時評価時点での現状・実績に基づいて、プロジェクトの目標（PDM のプロ

ジェクト目標、上位目標及びスーパーゴール）が、受益者のニーズと合致してい

るか、インドネシア側の政策と日本の援助政策との整合性はあるかといった、「援

助プロジェクトの正当性」を検討する。 

有効性 終了時評価時点での現状・実績に基づいて、PDM の「プロジェクトの成果」の

達成度合いと、それが「プロジェクト目標」の達成にどの程度結びついたかを検

討する。 

効率性 終了時評価時点での現状・実績に基づいて、プロジェクトの「投入」から生み出

される「成果」の程度を把握する。各投入のタイミング、量、質の適切度を検討

する。 

インパクト プロジェクトが実施されたことにより生じる直接・間接的な正負の影響を検討す

る。終了時評価でのインパクト評価は、評価の必要性・可能性に応じて検証作業

を行う。 

自立発展性 援助が終了した後も、プロジェクト実施による便益が持続されるかどうか、自立

発展に必要な要素を見極めつつ、プロジェクト終了後の自立発展の見通しを検討

する。終了時評価での自立発展性評価は、予測・見込みに基づいて検証作業を行

う。 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 
３－１ 投入 

(1) 日本側投入実績 

以下に、2011 年 2 月現在のプロジェクトに対する日本側からの投入（見込み）を示す。 
 

構成 投入 

JICA 専門家派遣 56.22 M/M 

JICA 専門家派遣（運営指導調査） 3.63 M/M 

資機材の提供 EWARS 用コンピューター（モデム含む） 
SMS Gateway 用サーバー 

本邦研修 延べ 22 名 

ローカルコスト 約 5, 890,000,000 ルピア 

 
(2) インドネシア側投入実績 

以下に、2011 年 2 月現在のプロジェクトに対するインドネシア側からの投入を示す。 
- カウンターパートの配置  

- プロジェクトの事務所を含む土地及び施設の提供  

- 運営費用の歳出予算計上 

- 研修及びセミナーの準備  

 
３－２ プロジェクトの実績 

(1) プロジェクト活動の実績 

成果に係るプロジェクト活動実績を以下に示す。 

成果 1 
公的・民間医療機関、州・県保健局から保健省に対する AI ヒト感染疑い症例の検知・報告・

記録体制が、包括的地域重要感染症サーベイランスシステムを通じて強化される。 

活動 達成事項 

1-1. 南スラウェシ州での

AI サーベイランスシステ

ムの全体構成と現状を明

確化する。 

 ベースライン調査は、2 回に分けて実施された（2008 年 11 月

～2009 年 1 月と、2009 年 7 月～9 月）。調査手法は、WHO に

よるサーベイランスシステム評価ガイドラインに準拠して実

施された。 

 第 1 回調査ではサンプル調査を実施し、州内のサーベイランス

システムの概要を把握した。第 2 回調査では、州内の全県/市を

対象とし、サーベイランスの状況を把握している。 

 調査結果は報告書にまとめられた。 
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1-2. （AI ヒト感染症例サ

ーベイランスに関する）

州技術指針（検知・報告・

記録を含む実施指針）の

作成・改訂を実施する。 

 技術指針作成チームにより、技術指針（インドネシア語。プロ

ジェクトによって、プロジェクトが参考にするため英訳が行わ

れた。）は、2009 年 9 月に完成し、州保健局、各県/市のサーベ

イランス担当官、に配布された。 

 2010 年 5 月州知事令となり、2011 年に日常業務の経験や机上

演習の分析結果を経て改訂が行われ、終了時評価調査時点で配

布が開始された状態である。 

1-3. 州でサーベイランス

に関する指導者養成研修

を実施する。 

1-4. （県以下の）各レベ

ルでのサーベイランスに

関する研修を実施する。 

 県サーベイランス担当官（DSO）研修、早期疫学対応チーム

（RRT）研修、早期警戒警報対応システム（EWARS）研修の指

導者研修（Training of Trainers：TOT）を実施した。 

 それぞれの研修では、研修の効率を考慮して、TOT と県レベル

への研修を同時に行い、RRT 研修：155 名、DSO 研修：55 名、

EWARS 研修：54 名の参加者を得た。 

 保健センターレベルでの EWARS 研修では、405 名の参加者が

あった。 

1-5. 保健省は州サーベイ

ランス担当官への指導を

目的とした訪問を行う。 

 保健省の担当官が、定期的に州保健局を訪問し、サーベイラン

スに関する技術指導を行っている。 

1-6. 州及び各県のサーベ

イランス実施状況を評価

する。 

 ベースライン調査で、州内 24 県/市のサーベイランスに関する

パフォーマンスについて調査した（活動 1-1 と同じ）。 

 サーベイランスの報告状況を EWARS 中心に、また実際の疫学

対応は、報告書の提出や情報共有状況にてモニタリングした。 

1-7. 技術指針に基づいた

情報還元システムを構築

する。 

 南スラウェシ州内全 24 県・市を対象とした、EWARS 研修と

SMS ゲートウェイ研修を実施することにより、検知・報告・記

録及び情報のフィードバックについて、SMS ゲートウェイとイ

ンターネットを導入したシステム強化を実施した。 

 一部の施設では、インフラ等の問題もあり定期的にフィードバ

ックを行えていないものの、情報還元を目的とした EWARS は

システムとして南スラウェシ州に導入されたと言える状態で

ある。 

 

－8－



  

成果 2  
いくつかの保健所監督下にあるコミュニティにおいて、地域重要感染症に加えて、AI ヒト感染

疑い症例の早期報告システムが開発される。 

活動 達成事項 

2-1. 家畜セクター及び既

存の活動（UNICEF、
KOMDA 等の支援による）

と協力し、コミュニティ

に対する啓発活動を行

う。 

 RRT 研修には、畜産局や保健局健康啓発部からの参加者もあ

り、AI ヒト感染疑い症例がコミュニティで発生した場合にお

ける啓発方法の訓練を実施した。 

 その後、各県/市で実施する EWARS 研修のなかで、保健所職

員を対象にして効果的な啓発活動方法について研修した。 

 プロジェクトで研修を実施した 7 の保健センターのすべて

が、家畜セクターや他のプログラムと協力した啓発活動を実

施した。 

2-2. 約 50 の村で、地域参

加型サーベイランス

（CBS)のパイロットシス

テムを開発する。 

 パンケップ県・ソッペン県・シンジャイ県の約 40 の村落で、

144 名の保健ボランティアを対象に CBS 研修が終了した。 

 州・県の独自予算にて、北ルウ県でも CBS 研修が行われた。

 改訂された技術指針では CBS の内容が明記され、CBS モジュ

ールも作成されていることから、パイロットシステムとして

の開発は完了している。 

 
 

成果 3 
州及び県早期疫学対応チームのアウトブレイク調査能力が強化される。 

活動 達成事項 

3-1. 報告書を通じて、ア

ウトブレイク検証及び調

査の質についてモニタリ

ングする。 

 ベースライン調査や DSO 研修、RRT 研修の中でアウトブレイ

ク調査能力を評価し、問題点の詳細を明らかにした。その後

も報告書を通して、モニタリングは継続されている。 

 2010 年 9 月、2011 年 2 月の鳥インフルエンザ疑い症例に対す

る疫学対応は、発生県のサーベイランス官により発生後 DSO
が集まる機会（机上訓練の際、DSO 研修）ごとに全体に共有

され、活動の質の向上のために協議された。 

3-2. 州及び県早期疫学対

応チームにアウトブレイ

ク調査に関する研修を実

施する。 

 2009 年 10 月、11 月に州内の全 24 県/市の RRT に対し、RRT
研修を実施した（4 班、計 155 名参加）。 

 プロジェクト期間終了までに、RRT リフレッシャー研修の実

施を予定している。 
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3-3.州保健局はプロジェ

クト経験を 3 カ月毎に保

健省と共有する。 

 州保健局は、プロジェクトで実施する研修や各種会合を通じ

て、プロジェクトの経験を保健省と共有している。 

 定期的に行われている州保健局長会議に加え、疫学対応時に

は、対応状況に合わせて連絡頻度を強化している。  

 各研修終了後、州保健局（Province Health Office：PHO）は保

健省（Ministry of Health：MOH）に研修実施報告書を提出し、

研修内容や成果等を共有した。 

3-4. 州保健局は保健省主

催の鳥インフルエンザに

関する活動に参加する。 

 保健省の講師派遣の協力を得て、2009 年 12 月に DSO 研修を

実施した。 

 州保健局は上記研修に TOT を目的として参加している。 

 

3-5. 州及び県早期疫学対

応チームに対する家禽類

の AI アウトブレイク及び

ヒト感染疑い症例に関す

る検知の現状を評価し、

必要に応じ改善する。 

 2009 年 11 月～12 月に実施した DSO 研修（2 班、計 55 名参加）、

RRT 研修（詳細は、活動 3-2 のとおり）の中で、家禽の AI ア
ウトブレイクとヒト感染疑い症例に関する報告について、理

論と実技訓練を行った。 

 2 回の DSO 研修（リフレッシャー研修）、机上訓練、技術指針

改定会議の際に現状評価し改善を図っている。 

 個別の疫学対応に関してはその都度対応状況を検証して改善

を図っている。 

3-6. AI アウトブレイク地

域で、家畜セクターと協

力し啓発活動を行う。 

 DSO 研修、RRT 研修では家畜セクターとの協力方法について

の指導を行い、CBS 研修の中でも、家畜セクターとの協力に

ついて触れられた。 

 個別の疫学対応時には、家畜セクターと協力した啓発活動が

行われていることが確認されている。 

3-7. 州保健局及び数箇所

の県保健局参加のもと

（AI アウトブレイク対応

の）机上訓練を実施する。 

 2010 年 11-12 月にマカッサル市において机上訓練を行った。 

 机上訓練の際には、そのシナリオや実行計画がプロジェクト

の支援のもとに作成された。  
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成果 4 
AI ヒト感染疑い症例及び濃厚接触者の検体の採取、移送及び検査結果の管理が一連の流れで実

施される。 

活動 達成事項 

4-1. 検体の採取・移送を

能率化する。 
 検体の取り扱いは、技術指針に基づいて RRT 研修の中で指導

している。2010 年 11-12 月にマカッサル市において机上演習

を行い、実際の手順につき再確認を行った。  

 技術指針で標準化されているチェックリストに基づき、BBKL
担当者は検体到着時に取り扱いを点検している。2011 年 4 月

の AI ヒト感染疑い例の報告に際し、チェックリストをリアル

タイムに使用していることが確認されている。 

 実際の検体取り扱いについては今だ不備が散見されている状

態であるが、DSO リフレッシャー研修でも BBLK 側からの検

体取り扱い状況に関する指導がなされている。 

4-2. 検体検査施設から州

保健局への検査結果の報

告体制を改善する。 

 プロジェクト開始当初は検査施設からの情報提供必ずしも十

分ではなかったが、プロジェクトの働きかけにより、終了時

評価時点では検査施設から州保健局に適切に情報提供される

体制が構築されている。 

4-3. AI ヒト感染症例と家

禽類感染例の検査結果の

比較を促進し、情報の共

有及び早期疫学対応チー

ムの二次活動に役立て

る。 

 RRT 研修や実際の対応を通じて、家禽セクターから保健セク

ターへ連絡しヒト症例の早期対応への体制ができつつある。 

 具体的には、家禽類の AI アウトブレイク時には州保健局に情

報提供があり、周辺住民の健康調査の早期実施など、ヒト疑

い症例発見に向けた早期対応に役立てている。 

 Human labo と animal labo の協力体制は animal labo が本プロジ

ェクトの対象となっていないこともあり、協力強化は今後の

課題である。 

4-4. AI ヒト感染疑い症例

から採取した検体を

BBLK へ適時に移送する。 

 活動 4-1 を参照。 
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成果 5 
サーベイランス及びレスポンスに関して、中央レベル、南スラウェシ州及び各県の連携が強化

される。 

活動 達成事項 

5-1. 保健省が、必要に応

じて南スラウェシ州での

経験を AI 国家サーベイラ

ンスシステムへ組み込む。 

 国家 AI サーベイランス戦略計画 2011-2014 では、本プロジェ

クトでの経験で得られた人材育成のコンポネントなどを反映

した内容となっている。 

 

5-2. 家畜セクターや

BAPPEDA、KOMDA（鳥・

新型インフルエンザ対策

委員会）等のステークホ

ルダーを（本プロジェク

トの活動に）関与させる。 

 DSO 研修では講義の一部に家畜セクター職員の協力を得た

り、RRT 研修でも家畜セクター職員の参加を得ており、十分

な巻き込みが実現している。 

 BAPPEDA へはプロジェクト活動に関する内容紹介を行って

おり、第 2 回合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：
JCC）にも BAPPEDA 局長の参加を得ている。また、技術指針

を州知事令にする過程で BAPPEDA への内容説明が必要であ

り、プロジェクトは BAPPEDA との調整会議を実施した。技

術指針印刷後は、技術指針を BAPPEDA に提供している。 

 家畜セクターや臨床検査セクターは、DSO リフレッシャー研

修や机上訓練の際にも参加して協調して活動を行っている。 

5-3. サーベイランスの包

括的な評価を実施する。 
 プロジェクト開始当初ではベースライン調査を実施し、現状

調査を実施している。 

 その後の活動では定期的なモニタリングを通して包括的なサ

ーベイランス活動に対する評価を実施しており、その結果を

反映させた形で DSO リフレッシャー研修、RRT リフレッシャ

ー研修を実施している。  
 

(2) 成果の達成度 

a) 成果 1 
成果 1 の指標はおおむね達成されている。 
プロジェクト開始当初に実施したベースライン調査により、南スラウェシ州のサーベイ

ランスシステムの検知・報告・記録における問題点の詳細が明らかとなった。この結果を

もとに技術指針が作成され、検知・報告・記録やサーベイランス実施状況評価、サーベイ

ランスデータの報告方法などが標準化されている。この技術指針は DSO 研修等を通じて運

用が開始されており、2010 年 5 月には州知事令として公式に認可されるに至っている。技

術指針は実際の運用状況や机上訓練結果に基づいて改訂がなされており、より運用性が高

められている。 
サーベイランスを担う人材の知識と技能は、研修前後の試験結果の向上も確認され、技

術指針に従った運用が定着しつつあることからも、その向上が確認できる。また、本邦研
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修や実地疫学専門家養成プログラム（Field Epidemiology Training Program：FETP）への派

遣を通じてサーベイランスに従事する人材の一部に高度な訓練が行われており、サーベイ

ランス強化に貢献している。検知・報告・記録及び情報のフィードバックについても、研

修を通した人材育成とともに、SMS ゲートウェイやインターネット利用したハード面での

システム強化も図られている。 
以上のことから、AI ヒト感染疑い症例の検知・報告・記録体制は、人材育成や運用強化、

情報インフラの観点から強化が図られたと判断できる。なお、地域重要感染症サーベイラ

ンスシステムとの関係については、インパクトの項で述べる。 
 
成果 1 の指標の達成度を以下に示す。 

【成果 1】 
公的・民間医療機関、州・県保健局から保健省に対する AI ヒト感染疑い症例の検知・報告・

記録体制が、包括的地域重要感染症サーベイランスシステムを通じて強化される。 
指標 達成度 

1-1. 2009 年までに、州及び県

技術指針運用の準備が整う。 
 技術指針は関係機関や県保健局との作成会議を通じて

2009 年 9 月に完成し、州及び県のサーベイランス担当者

に配布された。DSO 研修や RRT 研修、EWARS は研修も

この技術指針の内容に準じて実施され、実際の運用に繋げ

られている。 
 技術指針は 2010 年 5 月に州知事令となり、サーベイラン

ス活動は技術指針に従って実施されることが公的に示さ

れている。 

1-2. 州及び県保健局サーベイ

ランス担当官の知識・技能が

向上する（研修の事前・事後

テスト結果の向上）。 

 DSO 研修で実施された研修の事前・事後テストでは、事

後テストでテスト結果の上昇が確認されている。 
 実際のサーベイランス活動も技術指針に従って実施され

ており、研修等を通じて獲得した知識・技能は実務に反映

されているものと考えられる。 

1-3. サーベイランス実施状況

が技術指針に基づいて評価さ

れる。 

 対象疾患の報告に関する適時性、完全性は、技術指針に従

って週単位でモニタリングされており、経時的に評価でき

る体制は構築されている。 
 サーベイランス実施状況についても技術指針に従ってモ

ニタリングされており技術指針がサーベイランスの実施、

運用、評価についての指針として定着されつつあるものと

考えられる。 

1-4. 技術指針に基づいて、州

保健局が保健省に対し定期的

にサーベイランスデータを報

告する。 

 技術指針においてサーベイランスデータの報告方法が標

準化され、州保健局の保健省への定期報告が行われてい

る。 
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b) 成果 2 
成果 2 の指標は、プロジェクト期間終了までにおおむね達成されることが見込まれる。 
RRT 研修や DSO 研修の中で行われた模擬演習において、AI ヒト感染疑い症例が発生し

た際の地域住民への啓発方法の訓練が行われた。EWARS 研修のなかでも、保健センター

職員に対して効果的な啓発活動方法が研修された。2010 年に行われた机上訓練において、

地域住民への啓発方法が再確認されている。 
技術指針の中で、サーベイランスに対するコミュニティ保健ボランティア（カデール：

Kader）の役割が明記された。CBS 研修では、コミュニティにおける保健ボランティアを

対象に、技術指針に基づいた研修モジュールを用いて感染症アウトブレイクの早期報告に

関する指導がなされた。CBS の AI ヒト感染疑い症例の早期発見・早期対応に対する具体

的なインパクトは、CBS が導入されて間もないことや、AI 関連のコミュニティ活動が他の

開発パートナー機関も数多く携わっていることからも、純粋にプロジェクトの直接効果を

示すことは困難である。しかしながら、県保健局や保健センターとの良好な協力関係のも

と、カデールからモジュールに従って、AI のみならず地域重要感染症の報告があがりはじ

めている（ゼロ報告を含む）ことから、将来的なサーベイランスシステムへの貢献は大い

に期待できる。 
なお、2009 年 12 月に行われた本邦研修において、日本における学校欠席者サーベイラ

ンスが紹介され、導入の可否や方法に関して検討が開始されている。 
 
成果 2 の指標の達成度を以下に示す。 

【成果 2】 
いくつかの保健所監督下にあるコミュニティにおいて、地域重要感染症に加えて、AI ヒト感染

疑い症例の早期報告システムが開発される。 
指標 達成度 

2-1. 80％以上の保健所が

啓発活動を実施する。 
 RRT 研修には、畜産局や保健局健康啓発部からの参加者もあり、

AI ヒト感染疑い症例がコミュニティで発生した場合における

啓発方法の訓練が行われた。その後、各県/市で実施する保健所

職員を対象にした EWARS 研修のなかで、効果的な啓発活動方

法について研修した。プロジェクトが関与した 7 つのすべての

保健センターで啓発活動が実施されている。 
 カデール（保健ボランティア）用の報告フォームに基づいた疾

患報告が開始され始めている。地域によって活動の濃淡は生じ

ているものの、関係機関を巻き込みながら啓発はなされている。

2-2. 2010 年 6 月までに、

5 つの保健所内の約 50 の

村で CBS が実施され、保

健省、州及び県保健局に

よって評価される。 

 パンケップ県・ソッペン県・シンジャイ県の約 40 の村落で、144
名の保健ボランティアを対象に CBS 研修が終了した。また、州・

県の独自予算にて、北ルウ県でも CBS 研修が行われた。 
 CBS 実施状況に関する現場踏査は 2011 年 4-5 月に実施され、終

了時評価調査時点では結果取りまとめ中である。 
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c) 成果 3 
指標の一部は未達成であるが、以下の理由により、成果 3 はプロジェクト期間終了まで

におおむね達成されることが見込まれる。 
ベースライン調査結果に基づいて技術指針が作成され、RRT の活動が標準化された。ま

た、技術指針をもとに作成された研修モジュールを用いた RRT 研修が実施され、AI を含

む感染症アウトブレイクの早期対応を担う人材の知識と技能の向上は、研修前後の試験結

果の向上や実際の AI 事例での早期対応が技術指針に従って適切に実施されたことで説明

できる。また、本邦研修や FETP への派遣を通じて、早期対応に従事する人材の一部に高

度な訓練が行われており、これも早期対応能力強化の一端を担っている。 
家畜セクターと保健セクターとの定期的な情報共有については、現時点では証拠となる

文書作成が十分でなく、2011 年度第 2 四半期に予定されている RRT リフレッシャー研修

において強調される点となるだろう。しかしながら、AI 対応は保健センター、家畜セクタ

ーの共同対応が必要であることの認識は高く、中央レベル、州レベル、県以下の現場レベ

ルでも日常的な情報共有がなされている。 
 
成果 3 の達成度を以下に示す。  

【成果 3】 
州及び県早期疫学対応チームのアウトブレイク調査能力が強化される。 

指標 達成度 

3-1.州内全県で早期疫学

対応チームが設立され

る。 

 全県/市を対象にした RRT 研修を実施しており、全県に研修を受

けた RRT が結成されている。 
 県/市知事により RRT の業務指示書が発行され、行政システムに

おける RRT の位置付けが明確化されている。 

3-2. 県早期疫学対応チ

ームの知識・技能が向上

する（研修の事前・事後

テスト結果の向上）。 

 RRT 研修で実施された研修の事前・事後テストでは、事後テス

トでテスト結果の上昇を認めた。 

3-3.州及び県レベルで、

家畜セクターと、毎月、

情報・データが共有され

る。 

 家畜セクターと保健セクターの情報共有は技術指針に 3 カ月に

一度、保健部門よりサーベイランス資料のまとめを家畜セクタ

ーへ送付することが記されている。また、アウトブレイク対応

についても、技術指針に明記されている。 
 県以下のレベルで保健セクターと家畜セクターは日常的に情報

共有がなされているものの、2010 年 7 月の研修効果評価時に情

報共有状況を示す記録がないことが確認された。2011 年の DSO
リフレッシャー研修での調査時も、記録提示が可能であったの

は 7 県のみであった。 
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3-4. 80％以上のアウトブ

レイク対応が、州及び県

レベルで、家畜セクター

と連動して実施される。 

 2010 年 9 月下旬に州内各地で家禽の AI アウトブレイク時にピ

ンラン県とソッペン県で発生した AI ヒト疑い例に対し、家畜セ

クターとの共同対応が良好に行われたことが確認されている。

 2011 年 2 月及び 4 月の AI ヒト疑い例の報告に際しても、共同

対応が行われた。 
 全県に対してプロジェクトは同じ研修を実施しており、他県に

おいて同様の事例が発生しても適切な疫学対応が期待される。

3-5.机上訓練が実施され

る。 
 2010 年 11-12 月にマカッサル市において机上演習を行った。 
 机上訓練の際には、そのシナリオや実行計画がプロジェクトの

支援のもとに作成された。 

3-6.机上訓練の評価結果

が技術指針に反映され

る。 

 机上訓練は、マカッサル以外の 23 県/市のサーベイランス担当

官により、技術指針に基づいて作成されたチェックリストを用

いて評価された。 
 技術指針は、机上訓練や日常業務の評価結果をもとに、PHO 主

導のもと、DSO 及び関係機関の担当官と共に改訂版が作成され

た。 
 

d) 成果 4 
プロジェクトの対象範囲（ターゲットグループ）及びプロジェクト期間を考慮した場合、

プロジェクト期間内での本指標の達成は困難であるが、検体の採取、移送及び検査結果管

理向上に向けた環境は整備されたものと判断できる。 
ベースライン調査結果をもとに、技術指針で検体の採取、移送及び検査結果の管理が標

準化された。技術指針をもとに作成された研修モジュールを用い、実際に検体にかかわる

担当者について実技を含め検体の採取、移送及び検査結果管理について実技を含めた研修

が実施された。机上訓練においても、手順の再確認を行っている。また、これまで、州検

査室担当者が採取に出向く必要があったが、2010 年 9 月下旬にピンラン県で AI ヒト疑い

例が報告された際には県 RRT による検体採取が行われ、RRT による検体採取が可能にな

ったことが確認されている。 
終了時評価時点でも不適切な検体の取り扱いが散見されており、本指標を完全に満たし

たとは言い難い。しかしながら、実際に検体取り扱いの担当は検査技師であるため、ター

ゲットグループを含むプロジェクト規模の観点から積極的な介入には限界がある。また、

過去 12 カ月にわたり適切な検体の取り扱いが実現するには、プロジェクト開始後 1 年半

の時点で十分な効果が発現している必要があり、技術指針作成や研修実施などのスケジュ

ールを考慮すれば、その実現は非常に困難なものであったと思料される。 
他方、BBLK はプロジェクト作成の検体取り扱いに関するチェックリスト運用を実施し

ており、今後の研修等での協力も約束されている。技術指針により検体取り扱いが標準化

されるとともに、検体採取と移送についての適切性をモニタリングするシステムは構築さ

れたことから、今後の向上は一定レベル期待できるものと思料される。 
 
成果 4 の達成度を以下に示す。 
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【成果 4】 
AI ヒト感染疑い症例及び濃厚接触者の検体の採取、移送及び検査結果の管理が一連の流れで実

施される。 
指標 達成度 

4-1. 80％以上の県が過去

12 カ月にわたり、技術指

針のチェックリストを用

いた適切な検体の採取・

移送が実施される。 

 検体の取り扱いは、技術指針に基づいて RRT 研修の中で指導し

ている。2010 年 11-12 月にマカッサル市において机上演習を行

い、実際の手順につき再確認を行った。  
 技術指針で標準化されているチェックリストに基づき、BBKL

担当者は検体到着時に取り扱いを点検している。2011 年 4 月の

AI ヒト感染疑い例の報告に際し、チェックリストをリアルタイ

ムに使用していることが確認されている。 
 実際の検体取り扱いについては今だ不備が散見されている状態

であるが、DSO リフレッシャー研修でも BBLK 側からの検体取

り扱い状況に関する指導がなされている。 
 プロジェクト期間終了までにはRRTリフレッシャー研修を計画

しており、検体採取・移送に関してはここでもプロジェクト期

間内に再研修される予定である。 

 
e) 成果 5 

成果 5 の指標は、プロジェクト期間終了までにおおむね達成されることが見込まれる。 
ベースライン調査により中央レベル、南スラウェシ州及び各県/市の連携における問題点

が明確化され、技術指針によりサーベイランスや疫学対応、情報伝達、監督指導等の各レ

ベル間の連携を標準化した。RRT 研修や DSO 研修、机上訓練においても、技術指針に則

って上述の連携強化にかかわる指導が実施されている。また、EWARS と SMS ゲートウェ

イ導入により共時的な情報共有が可能になっており、特に協働活動が求められるアウトブ

レイク対応について、県の早期疫学対応チームと州の早期疫学対応チームの連携の適時性

について顕著な向上が認められている。 
2010 年 12 月 1-3 日に開催されたインドネシア疫学学会にて、保健省の要請により州保

健局により当プロジェクト活動を南スラウェシモデルとする紹介が行われた。2011 年 2 月

24 日に、フィリピン国マニラ市で行われた新型インフルエンザ H1N1 に関する国際ワーク

ショップでは、州保健局職員が保健省職員と共同で、南スラウェシモデルとして発表した。

現在保健省では、南スラウェシモデルを中部スラウェシ州で展開する計画を検討中である

ことや、2011 年に東インドネシア地域の PAEL（Training Assistant Field Epidemiology）を

南スラウェシ州保健局に委託し、当プロジェクトのモデルが東インドネシアの 12 州にお

いて共有されつつあるなど、保健省と州の連携は密接化されるとともに、国家レベルのサ

ーベイランスシステムの標準化に貢献しつつあるものと考えられる。 
 
成果 5 の達成度を以下に示す。 
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【成果 5】 
サーベイランス及びレスポンスに関して、中央レベル、南スラウェシ州及び各県の連携が強化

される。 
指標 達成度 

5-1.保健省が必要に応じ

て南スラウェシ州での経

験を AI 国家サーベイラ

ンスシステムへ組み込

む。 

 国家 AI サーベイランス戦略計画 2011-2014 では、本プロジェク

トでの経験で得られた人材育成のコンポネントなどを反映した

内容となっている。 
 プロジェクトで作成した技術指針は、南スラウェシ州で州知事

令となっている。 
 技術指針やモジュール類は、すべてに保健省、南スラウェシ州、

JICA のロゴが入った形で印刷され、関係者に配布されている。

5-2.AI に関するステーク

ホルダー会合へのプロジ

ェクト関係者の出席回数 

 中央レベル、州レベルで開催されている AI 関連の会議（保健省、

開発パートナー機関、NGO 等の会議）には本プロジェクトから

の代表者が参加している。 
 笹川平和財団主催の H1N1 に関する国際会合へ保健省及び州保

健局が参加し、本プロジェクトでの AI サーベイランスシステム

の内容が紹介されている。 

 
(3) プロジェクト目標の達成度 

報告の適時性、フィードバックに関する指標は、80％の実施率“かつ”12 カ月の維持を達

成目標値として定められている。この目標値は国家基準に準じて設定されており、最終的な

到達点としては妥当であるものと考えられるものの、3 年間のプロジェクト期間の中にあっ

て本指標を達成するには、中間レビュー（2010 年 2 月）直後から目標値に到達し、その後維

持されることが必要であり、数値としての達成を終了時評価時点で確認するのは非常に困難

であったものと思料される。しかしながら、中間レビュー以降に EWARS や SMS Gateway の

導入に伴い、週単位の報告適時性や情報の即時共有は大きな向上が認められ（プロジェクト

開始以前の報告適時性及び完全性は、それぞれ 50％台、60％台であった）、現在実施されて

いるモニタリングや監督指導が維持されれば、将来的にはこれらの数値目標が達成されるこ

とが大いに期待される。 
他方、サーベイランスの意義として、「発生したアウトブレイクに対して適切な対応がな

される」ことが重要であるが、本プロジェクト期間内に発生した AI ヒト感染疑い症例や家

禽 AI アウトブレイク時には、保健セクター内並びに家畜セクター等の他セクターとの情報

伝達、RRT による即時共同対応（アウトブレイク調査・検証、周辺住民への啓発活動など）

は技術指針に沿って適切に実施された。また、上述の報告の適時性やフィードバックは AI
のみならず他の地域重要感染症を含んでおり、AI を切り口としながらも、他の疾患サーベイ

ランスシステムにも大きな貢献があったものと判断できる。 
以上のことから、指標 1 及び 2 は目標値に到達はしていないものの、報告の適時性、完全

性共に着実な向上を続けており、適切なアウトブレイク調査が実施できていることを考慮し

た場合、地域重要感染症を含めて AI ヒト感染疑い症例に対するサーベイランスは強化され
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たと判断できることから、プロジェクト目標はおおむね達成されたものと判断できる。 
 
プロジェクト目標に対する指標の達成度を以下に示す。 

【プロジェクト目標】 
南スラウェシ州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地域重要感染症サーベイ

ランスシステムを通じて強化される。 
指標 達成度 

1.適時性 
 1-1 保健所と病院から県に

対して 
   ・80％以上の報告が過去

12 カ月適時に提出さ

れる。 
   ・80％以上の県が上記指

標を達成する。 
 1-2 県から州に対して 
   ・80％以上の報告が過去

12 カ月適時に提出さ

れる。 
   ・80％以上の県が上記指

標を達成する。 

 2010 年 1 年間のサーベイランス指標 
 W2/EWARS（週報）適時性： 68.4％ （完全性：78.0％）

 STP（月報）適時性：72.0％ （完全性：80.0％） 
 RS（病院）適時性：77.0％ （完全性：81.0％） 
2010 年 1 年では国家基準に準じて設定されたプロジェクト目

標値にやや到達していない。しかしながら 2010 年 3 月の

EWARS 導入後は週報の適時性は向上し、2011 年第 16 週は、

州レベル（県から州への報告）の適時性は 91.6％（22/24 県）

と、大きな向上が認められている。 
 他方、保健センターから県保健局への報告の適時性 80％を満

たし、かつ、12 カ月にわたり 80％を維持した“県の数”で評価

した場合、適時性は 21％（5/24 県）、県保健局から州保健局

では 58％（14/24 県）であった。しかしながら、本指標を満

たすには中間レビュー実施（2010 年）直後から条件を満たす

必要があり、保健センターへの EWARS 導入直後に一時的に

適時性が低下したことも考慮すると、上述の目標値を達成で

きていないことは説明可能である。 

2.フィードバック 
   ・県と州が感染情報速報

を適時かつ定期的に

作成する。 
   ・州と 80％の県は過去

12 カ月上記指標を達

成する。 

 2010 年 4 月時以降、EWARS を用いたフィードバック率は、

州保健局から県保健局については達成できているものの、

2011 年 3 月時点での県保健局から保健センターでは 62.5％で

あり、指標達成の観点からは、県レベルにおいて未達である。

 州保健局から県保健局への四半期ごとのフィードバックは、

技術指針にしたがって適切に実施されている。 
 2010 年 9 月、2011 年 2 月の鳥インフルエンザ疑い症例に対

する疫学対応は、発生県のサーベイランス官により発生後

DSO が集まる機会（机上訓練の際、DSO 研修）ごとに全体

に共有された。このことから、情報共有の重要性が関係者間

で十分に認識されているものと考えられる。 
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3.アウトブレイク検証及び

及び調査（AI 疑い例） 
   ・県から州への当該報告

の 80％以上が過去 12
カ月にわたり基準を

満たすものである。 

 前述した 2010 年 9 月、2011 年 2 月の AI ヒト疑い症例に対す

る疫学対応は、プロジェクトで作成された技術指針に基づい

ておおむね適切に実施された。これらの疫学対応は、机上訓

練を挟んで発生しているが、2 回目の対応は時間的に大きく

短縮されている。 
 AI ヒト疑いに対する 5 回の疫学対応（2010 年 9 月～2011 年

4 月）に関する報告書は、所定の形式に従い、州に提出され

ている。 
 プロジェクトが導入した SMS gateway を介して、2010 年 5

月から 12 月までで 61 件の報告対疾患アウトブレイク情報

が、報告システムを通じて保健省を含めた関係者に即時共有

された。 

 
３－３ 実施プロセスの検証 

(1) プロジェクト活動の進捗 

プロジェクト活動は活動計画表（Plan of Operation：PO）に沿って実施されたが、いくつか

の内部・外部条件によってその進捗に影響があった。特に、プロジェクト開始当初に予定さ

れた州保健局駐在予定の長期専門家（疫学対応専門家）派遣が事務手続き上の理由から大幅

な遅延が生じている。その影響で南スラウェシ州での活動にも遅延が生じたが、ジャカルタ

在住のチーフ・アドバイザーが南スラウェシ州を頻回に訪問したり、運営指導調査との形式

で複数回の短期専門家派遣を実施したりすることにより対応された。 
また、本プロジェクトの活動、すなわちサーベイランスシステム強化にかかわる活動の支

柱となる技術指針の作成には、2 回にわたるベースライン調査の実施や各関係者の十分な協

議などの必要性から、プロジェクト開始時の予定からは若干の遅れが生じている。しかしな

がら、中間レビュー時にプロジェクト期間の後半での活動計画が検討されて以降は、技術指

針に基づいた各種研修や机上訓練などの活動が活発に実施され、プロジェクト期間内にプロ

ジェクト目標はおおむね達成される見込みである。 
 

(2) プロジェクトマネジメント 

本プロジェクトは、事前調査時に双方で合意された PDM version 0（2008 年 8 月に R/D で

最終合意）に基づいて、2008 年 10 月より 3 年間の予定で実施された。PDM は指標の具体的

数値目標設定や本終了時評価までにプロジェクトを取り巻く現状に則した必要な改訂が実施

され、第 1 回合同調整委員会（JCC）において（2009 年 9 月）に PDM version 1 へ、第 2 回

JCC 会議（2010 年 2 月）で PDM version 2 として承認されている。また、書きぶりや論理修

正も実施されている。 
プロジェクトの対象地域となる南スラウェシ州はジャカルタから空路 2 時間の距離がある

が、プロジェクト開始当初は技術指針作成等の作業上の理由もあり、チーフ・アドバイザー

JICA 専門家はジャカルタ在住となっていた。プロジェクト開始当初は、上述のとおり比較的

早い段階でプロジェクトサイトとなる南スラウェシ州への長期専門家派遣が計画されていた

が、上述のとおり事務手続き上の問題により派遣が遅延し、プロジェクト活動の導入マネジ
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メントの円滑な実施に影響が生じている。しかしながら、技術的指導はジャカルタや本邦か

らの専門家の短期派遣により対応し、長期専門家派遣後は適切にプロジェクト活動の実施が

マネジメントされている。また、長期専門家派遣以前の南スラウェシ州での関係者との協力

体制構築をはじめとした環境整備は、長期派遣の業務調整専門家により適切に準備され、プ

ロジェクト活動の円滑な導入準備が適切に実施されている。 
他方、プロジェクト全体の進捗はカウンターパートを含むプロジェクト関係者によってモ

ニタリングされ、半期毎に全体に共有されている。プロジェクト活動の直接的な実施者とな

る州保健局内では、PDM に基づいて作成された年間計画にしたがって活動実施状況や問題解

決などが四半期毎に実施される州保健局内会議において確認・協議されている。 
 

(3) 関係者間のコミュニケーション 

プロジェクト開始当初はインドネシア側と日本側のコミュニケーションや職務関係がプ

ロジェクトの運営上の問題として指摘されていたが、プロジェクト活動が進捗するにつれて

その関係性は向上したと中間レビュー報告書では述べられている。中間レビュー以降も JICA
専門家とカウンターパートの関係は非常に良好であり、中間レビュー以降も維持されている。 

また、プロジェクト開始当初は、州保健局以下のカウンターパート機関とのコミュニケー

ションに際し、言語の違いにより正確な意思の疎通が困難である場合があったが、双方の努

力により終了時評価調査時点ではおおむね正確なコミュニケーションが図られている。 
 

(4) オーナーシップ及び自主性 

カウンターパートは知識と技能の獲得に意欲が高く、また、将来のインドネシアの包括的

な AI 対策を向上するための方策として質の高いサーベイランスシステム構築の重要性を十

分に認識しており、保健省を筆頭として、州保健局、県保健局、保健セクター、保健ボラン

ティアのコミットメントは高い。 
JICA 専門家は将来のインドネシアの自立発展性を強く意識した活動を実施しており、各種

研修の実施や技術指針の改訂は州保健局や県保健局が中心となって実施されるよう配慮して

いる。プロジェクト開始当初はカウンターパートの戸惑いもあったようであるが、その結果

として現時点では、カウンターパート自身が主体的にプロジェクト活動を進められるように

能力強化が図られている。特に、プロジェクト活動実施のためのコスト分担についても JICA
専門家とカウンターパートの間で継続的に協議され、財政的な観点からの自主性も高まって

きている。詳細は自立発展性の項で述べる。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 妥当性 

以下に示す理由から、プロジェクトの妥当性は、終了時評価時点でも高く維持されている。 
 

(1) インドネシアにおける保健政策プロジェクト目標の一致性 

インドネシアで 2005 年 7 月に AI ヒト感染例が確認されて以降、2011 年 3 月 25 日時点に

おいて世界で最も多い 144 の死亡例（インドネシア保健省及び WHO による公表情報）が確

認されており、現在も感染例と死亡例の報告が続いている。AI ヒト感染の拡大は感染力の強

いウイルス（新型インフルエンザ）への変異を引き起こし、インドネシア国内のみならず世

界中に多大な感染者と死者を出す可能性が危惧される。そのため、AI ヒト感染の早期検知・

早期対応により、新型インフルエンザによる社会的影響を最小限に抑制することが、国際社

会においても強く求められている。 
かかる状況のもと、インドネシア保健省は、「国家長期保健開発計画 2005－2025」及びそ

の具体的な施策となる「保健セクター戦略計画 2010−2014」においてAI対策を重視しており、

その中で 100％の疑い症例をサーベイランスシステムを通じて検知することをめざしている。

また、鳥・新型インフルエンザ対策国家戦略計画でもサーベイランスシステム強化を重要視

しているが、インドネシアでは AI を含むサーベイランス機能全体が十分ではなかった。本

終了時評価調査時点においても、インドネシア保健政策におけるサーベイランスシステム強

化の優先性は維持されており、AI ヒト感染疑い症例を切り口とした地域重要感染症サーベイ

ランスシステム強化をめざす本プロジェクトの目標は、現時点においてもインドネシア保健

政策との一致性は高い。 
以上のことから、プロジェクト目標及び目的を達成するための成果は、インドネシア保健

政策上との一致性は非常に高く、終了時評価時点でも本プロジェクト目標の妥当性は高く維

持されていると判断できる。 
 

(2) ターゲットグループのニーズとプロジェクト目標の一致性  

各州で検知された AI ヒト感染疑い症例数は中央レベルに報告される必要があるが、州や

県からの報告体制が不完全であっため、国家レベルにおいてもサーベイランスの基本的管理

が困難な状況であった。また、2006 年には保健省により AI サーベイランスのガイドライン

が作成されたものの、州や県以下の現場レベルではガイドラインの中で自身の役割や具体的

に取るべき行動が十分に理解されていなかった。さらに、国家ガイドラインを円滑に運営す

るための人材が十分に育成されておらず、ガイドラインに従った実際のオペレーションが脆

弱であったと言える。 
他方、インドネシアは疾患報告システムに症例ベースのサーベイランスとして週報システ

ム（W2）と、事例ベースのサーベイランスとしてアウトブレイク即時報告システム（W1）
を採用したが、いずれも紙ベースの報告様式であったため、州間のみならず州内の地理的条

件に厳しいインドネシアにあっては、報告の遅延や欠損が多く認められていた。また、イン

ドネシアでは毎週報告となっている疾患を対象に SMS とインターネット及び専用ソフトウ

ェアを導入する EWARS を採用していたが、実際の現場レベルでの導入は進んでいなかった。 
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このような状況下、本プロジェクトでは、ガイドラインに従ったサーベイランスの現場レ

ベルでの具体的な実施指針となる「技術指針」を作成するとともに、技術指針に基づいた人

材育成を実施している。また、EWARS や SMS Gateway の実際の運用を支援し、それぞれ

W2 及び W1 の強化を行っている。これらのプロジェクト活動は、保健省をはじめとして、

州保健局及び県保健局それぞれのニーズと合致するものであり、終了時評価時点においても

本プロジェクトの妥当性は高く維持されるものと考えられる。 
 

(3) 日本の援助方針とプロジェクト目標の一致性 

2000 年の九州・沖縄サミットにおいて、日本政府が「感染症対策イニシアティブ」を発表

して以来、鳥インフルエンザのような新興感染症も含み、地球的規模での感染症対策にわが

国 ODA の重要課題として取り組むことは、ODA 中期政策にも言及されており、本プロジェ

クトの目標である AI のサーベイランスシステムの強化を図ることは、日本の援助方針と完

全に一致している。 
また、2010 年 9 月に発表されたわが国の「国際保健政策 2011−2015」においても、MDG6

に関連して新興・再興感染症への備えと国際協調の重要性について言及している。インドネ

シアは AI ヒト感染例が世界で最も多いことからも、インドネシアに対して AI 対策にかかわ

る支援行う本プロジェクトは、わが国の国際保健政策との整合性も高い。 
 

(4) 実施方法の適切性 

① 包括的 AI 対策向上のためのアプローチとしてサーベイランスシステム強化を選択した

適切性 
AI 対策においてサーベイランスによる早期検知は、その後に続く様々な対策の出発点

となるため重要性が高く、また波及効果も大きい。その他の対策である医学的対応や検

査などは、早期検知がなければ行えないものであるため、3 年間とのプロジェクト期間

や投入規模を考慮した場合、サーベイランスの強化に焦点をあてた本プロジェクトのア

プローチの適切性は高い。 
② サーベイランス強化に対する国際的要求 

国際保健規則（International Health Regulations, IHR）の中で、WHO 加盟国は、2012 年

6 月までに自国のサーベイランスと疫学的対応能力を強化し、国際的に重要な公衆衛生

学的危機に対処できるようにしなくてはならないと定めている。AI のサーベイランス強

化をすることは、インドネシアのニーズと一致するだけでなく、国際的な欲求の高まり

にも答えるものである。 
③ 社会的配慮 

南スラウェシ州のカウンターパートは英語の理解が十分でない場合があり、研修では

カンターパートを講師としたインドネシア語での講義を実施したり、同言語での教材を

作成するなど、配慮を行っている。 
 

４－２ 有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性は、おおむね高いと考えられる。 
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(1) プロジェクト目標の達成度 

本プロジェクトでは、将来的なインドネシアの AI サーベイランスシステム強化の実現の

ために、南スラウェシ州で以下に示す成果の達成をめざしている。 
１．包括的サーベイランスシステムを通した AI ヒト感染疑い症例の検知・報告・記録体制

強化 
２．コミュニティにおける地域重要感染症（AI ヒト感染疑い症例を含む）の早期報告システ

ム開発 
３．州及び県早期疫学対応チームのアウトブレイク調査能力強化 
４．検体の採取、移送及び検査結果管理の一連の流れを改善 
５．サーベイランス及びレスポンスに関する中央レベル、南スラウェシ州及び各県の連携強

化 
これらの成果はインドネシアのサーベイランスの vertical line に位置するそれぞれのレベ

ルでの活動を網羅しているだけでなく、報告体制の強化やモニタリング体制構築を通じて

vertical line から vertical relationship へと結びつけを強化している。また、プロジェクトの成

果として、複数のセクターからなる RRT の実際のアウトブレイク対応能力強化やコミュニテ

ィでの早期報告システム開発など、感染の早期発見、それに引き続いて発生する様々な対応

が一連の流れとして網羅されている。したがって、「サーベイランスシステム強化」との観点

からは、その基礎を構築するために過不足のないデザインがなされており、プロジェクト目

標と成果における手段—目的関係は論理的破綻なく維持されているものと考えられる。 
他方、インドネシアにはサーベイランスに関する国家ガイドラインが作成されていたもの

の、「妥当性」の項で述べたとおり、現場レベルでの実際のオペレーションにはガイドライン

で示された内容が十分に反映されていなかった。その原因として、現場レベルの担当官がガ

イドラインの中で自身の役割や具体的に取るべき行動が十分に理解されていいことや、国家

ガイドラインを円滑に運営するための人材が十分に育成されていないことなどが、本プロジ

ェクトで実施した詳細なベースライン調査で明らかとなっている。これに対し、本プロジェ

クトでは国家ガイドラインや国際保健規則に沿って、関係者との十分な協議のもとで「技術

指針」が作成され、実際のオペレーション強化を図っている。プロジェクト内で実施した各

種研修は技術指針に沿って実施され、サーベイランスを適切に実施するための人材が育成さ

れている。また、現場でのサーベイランスが技術指針に沿って運営されており、プロジェク

ト期間内に発生した AI ヒト感染疑い症例発生時も、技術指針に沿った適切な対応が取られ

ていることが確認されている。 
しかしながら、指標の達成度については、中間レビュー時に示された目標値を達成できて

いない。これらの指標は国家基準に基づいて設定されたものであり、最終的な到達点として

は妥当であるものと考えられるものの、プロジェクト期間終了時の到達目標としては難易度

が高かった感が否めない、とは言え、EWARS 及び SMS Gateway 導入後は報告の適時性や完

全性が改善し、2011 年に入ってからは目標をおおむね達成できている。現在実施されている

モニタリングや監督指導が維持されれば、将来的にはこれらの数値目標が達成されることは

大いに期待でき、「サーベイランスシステムが強化されたか」との観点からは、プロジェク

ト目標をおおむね達成できているものと判断できる。 
プロジェクト活動は、プロジェクト範囲内外の関係者との良好な協力関係のもとで実施さ
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れていた。特に RRT は保健セクター以外にも家禽セクターや検査セクターからの人材からな

り、多セクターによる共同対応として活動が実施されている。本プロジェクトで実施したRRT
研修には上述の他セクターからの参加を得ており、一定の能力強化には貢献しているものと

考えられるが、検体取り扱いについては現在も不備が散見されている。プロジェクトでは技

術指針で検体取り扱いを規定し、BBLK の協力を得てチェックリストの導入など環境整備は

実勢されているが、プロジェクトのターゲットグループとしての対象範囲や組織関係を考慮

すると、プロジェクトの介入は限定的とならざるを得ない。今後の協力関係の維持・向上を

通じて、一層の改善が望まれる。 
 

(2) 成果達成のための外部条件  

① 「研修・訓練を受けた保健人材及びカウンターパートが引き続き在職する。」の状況 
カウンターパートの離職はほとんどなかった。研修対象の DSO や保健センターサーベイ

ランス担当官の県内異動は約 20％であったが、リフレッシャー研修などで知識、技術を担

保したため、成果達成に負の影響は生じていない。 
② 「家畜セクターによる家禽の AI サーベイランスが継続される。」の状況 

家畜セクターのサーベイランス担当官はコミュニティでも活動が継続されており、また、

RRT でも共同対応を実施している。本プロジェクトの対象とするいずれのレベルにおいて

も良好な協力関係が維持されており、本外部条件は満たされたものと考えられる。 
 

(3) プロジェクト目標達成のための外部条件  
① 「AI 検体のラボ検査が適切に実施される。」の状況 

検体検査そのものが適切に実施されているかの判断は困難であるが、提出された検体に

ついての結果報告は適切に実施された。検体取り扱いの不備が認められているが、検査セ

クターとは研修での講義、技術指針改訂、机上訓練への参加など、良好な協力関係が維持

されている。 
② 「インドネシア側が必要な予算を配分する。」の状況 

有効性へのプロジェクト開始当初は、インドネシアと日本の会計年度の違いにより円滑

な予算執行ができないことがあったが、現在は改善されている。また、プロジェクト活動

に関する予算の分担も徐々にインドネシア側の予算で運営できるようになってきている

ことからも、本外部条件はおおむね満たされたものと考えられる。 
 

(4) 有効性への促進要因 
① 他セクターとの良好な協力関係はプロジェクト期間を通して維持されていた。家畜セク

ターや検査セクターとは RRT の一因として連携した活動が実施され、情報共有体制もプロ

ジェクト開始後に大きく向上している。また、プロジェクトで実施した研修には講師とし

て協力が得られたり、技術指針改訂作業にも十分な協力が得られており、成果達成に向け

た促進要因として整理できる。 
② TOT で養成された州保健局の異動はほとんど見られず、移転した技術の維持・定着との

観点から、有効性への促進要因として整理できる。また、州保健局サーベイランス課長が

定年退職後にプロジェクトのローカルコンサルタントとして採用され、技術指針の改訂や
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研修事業、日常的な技術指導など、プロジェクト成果の達成に大いに貢献している。また、

後任の課長にもスムーズに引き継ぎが行われ、強いリーダーシップを持ってサーベイラン

ス課を取りまとめている。 
 

(5) 有効性に対する阻害要因 
有効性に対する阻害要因は、特に確認されない。 

 

４－３ 効率性 

いくつかの外部条件によりプロジェクトの進捗が阻害されたが、おおむね効率性の高い活動が

実施された。 
 

(1) プロジェクト活動の進捗管理 

「実施プロセスの検証」の「プロジェクト活動の進捗」で述べたとおり、プロジェクト活

動は PO に沿って実施されたが、いくつかの要因によってその進捗に影響があった。特に、

技術指針の作成は作業量が多く、多くの関係者の協力のもと作成される必要性から、第 1 版

の完成までに当初の予想以上の時間を要している。また、プロジェクト開始当初に予定され

た州保健局駐在予定の長期専門家（疫学対応専門家）派遣が事務手続き上の理由から大幅な

遅延が生じている。その影響で南スラウェシ州での活動にも遅延が生じたが、ジャカルタ在

住のチーフ・アドバイザーが南スラウェシ州を頻回に訪問したり、運営指導調査との形式で

複数回の短期専門家派遣を実施したりすることにより対応された。 
また、「有効性」及び「実施プロセスの検証」の「関係者間のコミュニケーション」で述

べたとおり、会計年度の違いによる予算執行の遅れや、プロジェクト開始当初はインドネシ

ア側と日本側のコミュニケーションや職務関係等のプロジェクトの運営上の問題により、効

率的なプロジェクト活動の進捗管理に対しての影響が生じている。 
しかしながら、PO で定められた期間内に予定どおりプロジェクト活動が進捗するとの観

点では、プロジェクトの効率性はこれらの遅れによって阻害されたものと考えることもでき

るが、時間資源そのものは有効に活用された。また、技術指針についてはすでに改訂作業が

行われ、州内の関係機関に配布されており、RRT リフレッシャー研修など、予定した活動は

プロジェクト期間内に終了できる見込みであることから、上述した問題が最終的なプロジェ

クト目標の達成に重大な影響を及ぼさなかったと考えられる。 
以上のことから、プロジェクト活動の進捗管理との観点からは、その効率性はおおむね保

たれたものと考えることができる。 
 

(2) 提供された資機材の有効利用 

プロジェクトで EWARS 用コンピューター及びモデム、SMS Gateway 用サーバーが供与さ

れたが、これまで述べてきたとおり、上記機材を用いた週報システム及びアウトブレイク即

時報告システムが顕著に向上したことから、投入した機材が成果達成に大きく貢献したと考

えられる。 
また、プロジェクトで作成した技術指針はサーベイランスの具体的手順を標準化したとと

もに、現場レベルでも日常的に使用されていることが確認されている。 
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(3) 既存リソースとの連携 

① 日本のその他援助との協力活動 
プロジェクトで実施した各種研修の会場として、日本の無償資金協力で建設された会議

施設を活用している。 

② 他のリソースとの連携 
EWARS、RRT 及び DSO は、それぞれ WHO、USCDC 及び USAID によりインドネシア

に紹介・導入されたものであったが、現場レベルでの導入は十分に進んでいなかった。本

プロジェクトでは、それら既存のシステムを活用し、南スラウェシ州の現状に合わせて改

訂、具体的な導入を支援している。研修で使用したモジュールも既存の他ドナー作成のも

のを基に作成している。したがって、間接的な連携ではあるものの効果的な相乗効果が得

られたものと考えられ、その意味では連携以上のものがあったといえる。 

 

(4) 効率性に対する促進要因  

① AI 関連他セクターとの効果的な連携 
「有効性」で述べたとおり、他セクターとの良好な協力関係はプロジェクト期間を通し

て維持されており、プロジェクトで実施した研修には講師として協力が得られたり、技術

指針改訂作業にも十分な協力が得られたことから、効率的な活動の実施への促進要因とし

ても整理できる。 
② ローカルリソースの有効活用 

「有効性」で述べたとおり、州保健局サーベイランス課長が定年退職後にプロジェクト

のローカルコンサルタントとして採用され、技術指針の改訂や研修事業、日常的な技術指

導など、プロジェクト成果の達成に大いに貢献している。したがって、本件は現地リソー

スの有効活用としても整理できる。 
③ 本邦研修 

サーベイランスシステム（2009 年）、FETP 導入コース（2010 年）、サーベイランスと

疫学対応（2011 年 6 月より派遣予定）を研修テーマとして、延べ 22 名のカウンターパー

トが本邦研修への派遣が予定されている。 
日本のサーベイランスシステムを視察することにより、カウンターパートが、インドネ

シアで国際標準のシステムを作り上げていくための目標や道筋が具体化した。また、本邦

研修にて獲得した知識や経験は、技術指針の作成・改訂作業や日常のサーベイランス運営

に効果的に活用されており、プロジェクト目標達成に寄与したと考える。県や州のサーベ

イランス担当官に関しては、自己研さんを積むことで高いシステム運営が可能になること

を自覚することができ、今後の更なる能力向上が期待できる。 
④ プロジェクト活動実施のための費用分担 

プロジェクト活動実施のためのコスト分担についても JICA 専門家とカウンターパート

の間で継続的に協議され、財政的な観点からの自主性も高まってきている。 
 

(5) 効率性に対する阻害要因  

上述のとおり、財政的な自主性は高まりを見せており、おおむね適切にプロジェクト活動

に必要な予算措置は行われた。しかしながら、インドネシアの地方分権促進の影響もあり、
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一部の県保健局ではアウトブレイク対応など必要最小限の活動に対しての予算のみ確保され

ている状況であり、保健センターへの定期的なフィードバックや監督指導実施が困難である。 
 

４－４ インパクト 

プロジェクトの実施によって、以下に示す正負のインパクトが確認または期待されている。 
 

(1) 上位目標及びスーパーゴールの達成の可能性  

2009 年 9 月の第 1 回 JCC 時に、スーパーゴールとして「重要感染症サーベイランスシステ

ムの強化」が追記されている。終了時評価調査団に理論的検証においても、本プロジェクト

の上位目標とである「南スラウェシ州で導入されたサーベイランスシステムモデルの他州へ

の展開」を経て、感染症サーベイランス全体の強化をスーパーゴールとすることに理論的破

綻はなく、最終的な到達目標が明確化されたものと考えられる。 
これまでも述べてきたとおり、本プロジェクトによって国家ガイドラインや国際保健規則

に則った技技術指針が作成され、技術指針に則った活動を通して以下の具体的成果が確認さ

れている。 
１．州保健局、県保健局、その他サーベイランスにかかわる人材育成 
２．技術指針に則ったサーベイランス業務の定着 
３．EWARS 及び SMS Gateway を用いた感染症週報システム、アウトブレイク即時報告シス

テムの強化 
４．多セクターからなる RRT の導入と機能強化 
５．検体取り扱いの向上 

このように、症例の早期検知から早期対応、報告体制に至る一連のサーベイランスシステ

ムは技術指針を支柱として一定の確立が確認されていることから、南スラウェシ州において

AI を含む地域重要感染症のサーベイランスシステムの土台は形成されたものと考えられる。

南スラウェシ州の現状を十分に反映して改訂された技術指針については既に関係各所への配

布が実施されており、更なるサーベイランス機能の強化が期待される。 
保健省はこのような南スラウェシ州で確立されたサーベイランスシステムモデルを高く

評価しており、具体的にも中央スラウェシ州を皮切りに、段階的に全国展開を進める構想を

表明している。実際に、中央スラウェシ州では本年 4 月にアドボカシー会議を開催しており、

6 月から 7 月頃に EWARS の導入を予定している。また、全国展開に際しては、プロジェク

トで養成された州保健局の人材を講師等として活用することを検討しており、南スラウェシ

州の経験の他州への展開（上位目標）の達成見込みとの観点からは、本プロジェクトのイン

ドネシア感染症サーベイランスシステムに対して大きなインパクトを与えるものであると考

えられる。 
 

(2) 上位目標への外部条件 

① 「国家 AI 対策に係る政策、法令等にサーベイランス実施に影響を及ぼすような変更が

生じない。」の現状  
「妥当性」の項でも述べているが、保健省は包括的 AI 対策の中でサーベイランスシス

テム強化を重要視しており、今後もその優先性は維持されるものと表明している。したが
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って、本外部条件は満たされるものと推察される。 
② その他想定される外部条件 

本プロジェクトで導入した CBS はパイロットシステムであり、プロジェクトの枠組みの

中での住民への裨益は限定的である。南スラウェシ州内だけでも村落にある保健ポストは

8,000 を超え、カデールも 5 万人程度と推計されている。したがって、実際に CBS を展開

するには地域の事情やニーズによってシステムを修正しつつ、具体的な展開に際しては費

用も含めた戦略を十分に検討する必要がある。また、UNICEF など類似の活動を実施して

いる機関とも、効果的な連携が図れるような準備をしておくことが望ましい。他方、CBS
についても、州保健局は来年度予算内で 12 の県保健局に対する TOT を予定している。県

保健局でも、その拡大に向けた予算獲得に成功している県もあり、自助努力による CBS 展

開も一定程度期待できるものと考えられる。 
また、本プロジェクトの直接の対象は AI ヒト疑い症例に関係する組織を中心としてお

り、検査技術や検査機器等のインフラ整備、治療など、包括的 AI 対策に重要なコンポネ

ントは取り扱っていない。特に現時点では human labo と animal labo の協力関係が不十分で

あることも指摘されており、今後一層の他セクターとの協力関係強化が望まれている。し

たがって、包括的な AI 対策向上に向けては、これらの要素のニーズを明確化するととも

に、必要に応じて、他の支援機関の支援も検討しておくことが望まれる。 
 

(3) その他の正のインパクト 

① 地域重要感染症報告システムへの貢献 
プロジェクトで導入した EWARS や SMS Gateway は、AI だけではなく定期報告を求め

られる感染性疾患を含んでいる。したがって、本システム導入により地域重要感染の報告

体制も同時に向上し、適時性、完全性への貢献も確認される。また、SMS Gateway はこれ

までは州保健局及び保健省関係者のみアウトブレイク情報即時共有なされていたが、即時

共有の対象が各県の保健局長にも拡大されることが決まっている。これにより、県間情報

共有向上を介した地域重要感染症アウトブレイクに対するより一層の preparedness 強化に

繋がるものと大いに期待できる。当初は県内情報の機密性の観点から、感染情報であって

も県間の情報共有に対して抵抗があった。しかしながら、本プロジェクト実施を通して情

報共有を通じた早期対応の重要性に対する意識が向上し、上述のような自立的な活動の展

開に関する提案がカウンターパート側から得られるに至っている。このようなマインドセ

ットの変化は単に連絡体制の強化のみならず、将来のサーベイランスシステム全体の強化

に繋がる目に見えない正のインパクトとして大いに評価できる。 
② 家禽 AI アウトブレイク早期発見、早期対応に対する貢献 

これまで述べて来たとおり、本プロジェクトでは家畜セクターとの良好な協力関係の中

で実施されており、現場レベルでの情報共有も効果的に実施されている。特にコミュニテ

ィレベルでの保健人材は家畜セクターの人材よりも多く、家禽の AI アウトブレイクを保

健人材がはじめに入手する場合もある。その際には技術指針に沿って適時に家禽セクター

への連絡もなされており、家禽 AI アウトブレイクに対する早期発見、早期対応に対して

大きく貢献している。 
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(4) その他の負のインパクト  

本プロジェクトの活動が原因となる負のインパクトは、終了時評価時点で特に観察されて

いない。 
 

４－５ 自立発展性 

プロジェクトによって生み出された便益の自立発展及び自己展開はある程度期待できる。 
 

(1) 政策的、制度的側面 

「妥当性」及び「インパクト」の項でも述べているが、インドネシア保健省は、「国家長

期保健開発計画 2005－2025」及びその具体的な施策となる「保健セクター戦略計画 2010−
2014」において AI 対策を重視しており、今後もその優先性は維持されるものと表明してい

る。実際に保健省は中央スラウェシ州を皮切りにした段階的に全国展開に関する取り組みを

開始していることからも、政策的自立発展性はある程度担保されたものと評価できる。また、

プロジェクトで作成した技術指針は、南スラウェシ州では州知事令して公式に認可されるに

至っている。 
 

(2) 財政的側面  

上述のとおり、保健省は南スラウェシ州で確立したサーベイランスシステムモデルの段階

的な全国展開への取り組みを開始している。しかしながら、具体的な他州への展開に際して

は、保健省や州政府などの今まで以上のコミットメントが求められ、人的並びに資金的リソ

ースの確保が必要になるものと考えられる。プロジェクトによって州保健局に監督・指導者

が育成されたとはいえ、ニーズの異なる施設（保健局）や地域（州）に対応するのには、導

入のためのワークショップの実施やモニタリング活動、リフレッシャー研修を継続的に実施

するのは容易ではないと考えられる。また、これらワークショップや指導における、交通費、

会場確保や資料印刷費などの予算の確保が必要となることから、本格的な全国展開には、対

象州政府の人的・財政的コミットメントを取り付けておくとともに、参考資料として使用で

きるよう必要な人材や活動内容などを予め明らかにしておくことが望ましい。同様に、各県

での予算措置も県政府にゆだねられており、南スラウェシ州でもサーベイランス活動に対す

る予算配分はばらつきがある。これに対しプロジェクトでは費用分担にかかわる協議を関係

者間で進めており、本終了時評価調査期間内でも、プロジェクト期間終了後の活動予算措置

についてのワークショップが開催されたことから、一定の財政的自立発展性は望めるものの、

関係者の更なる予算確保に向けた取り組みが期待される。 
 

(3) 技術的側面 

これまで述べて来たように、保健省は中央スラウェシ州を皮切りに、段階的な全国展開へ

の取り組みを開始しているが、その際、プロジェクトで養成された州保健局の人材を講師等

として活用することを検討している。TOT によりプロジェクトで養成された州保健局カウン

ターパートは、現在は各種研修で講師として活躍できるレベルまで能力強化が図られており、

他州への導入に際し、十分な技術を獲得していると考えられる。州保健局も求めがあれば可

能な限り協力する意思を表明しているが、実際のシステム導入に関しては、導入そのものの
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運営管理については、同様の経験を有する支援機関による技術的支援の必要性が示唆される。 
南スラウェシ州内のサーベイランスシステムは、技術指針に基づいた業務が定着しつつあ

ると考えられる。EWARS や SMS Gateway 導入により報告適時性、完全性は大きく向上し、

適切なシステム及びハードウェアのメンテナンスがなされれば、現在の質を維持することは

大いに期待できる。県保健局では管轄地域の感染発生状況の簡単な傾向分析も可能となって

おり、適切な早期対応などに生かされている。一部の保健センターでは、手書きによるグラ

フ作成での傾向分析を実施しており、このことは、傾向分析の意味を確実に理解しているも

のと読み替えることができる。 
また、技術指針に基づいた活動の成果は、実際のアウトブレイク対応時にもおおむね適切

に他セクターとの共同対応がなされていることでも確認できることから、適切なサーベイラ

ンスを継続する技術的自立発展性が一定程度担保されたものと判断できる。しかしながら、

プロジェクトにより基本的サーベイランス機能は強化されたとは言え、検体取り扱いには更

なる向上が求められるとともに、CBS はパイロットシステムであり、全国展開に先立って南

スラウェシ州内での運用を確立させておく必要性が強く示唆される。他方、本終了時評価調

査期間内に実施されたワークショップにおいて、DSO 間、保健センター間の情報共有促進の

ための四半期毎の定期会合開催が合意されている。また、州保健局はその機会を利用し、DSO、

RRT 及び EWARS のリフレッシャー研修を予定しており、技術的自立発展性の担保に貢献す

るものと考えられる。また、プロジェクトの支援によりインドネシア大学の FETP に県サー

ベイランス担当官 2 名を送っており、2011 年 8 月の卒業後は、南スラウェシ州のサーベイラ

ンス強化に大きく貢献するものと期待される。 
技術指針は各関係者の協力のもと作成され、机上訓練の評価結果や日常の運用性検証結果

に基づいて、保健省、州保健局主導のもと、他のセクターの協力を仰ぎながら、県保健局と

プロジェクトによって改訂作業が実施された。また、ひとつの県 /市保健局（District 
Surveillance Officer：DHO）では、州保健局の技術協力を得ながら保健センターでの技術指針

作成に向けた準備を開始している箇所も確認されている。したがって、技術指針の作成・改

訂作業そのものを実施する技術は獲得されていると考えられるが、国家あるいは国際基準の

改定、対象地域の現状に合わせた定期的な改訂が行われるような仕組みを整えておくことが

望ましいと考えられる。 
 

(4) 総合的自立発展性  

以上のとおり、技術指針に基づいたサーベイランスシステム運用が大きな成果を上げてお

り、人材育成も図られたことから、技術的側面での一定の自立発展性が南スラウェシ州では

担保された状態と言えるが、全国展開に向けてはその導入、展開に向けた技術支援の必要性

も示唆される。また、州外への展開や州内の活動維持については、州及び県政府のコミット

メントが必要であり、財政的、政策的自立発展性は十分に担保されているとは言い難い。し

たがって、これらの問題に対してインドネシア側の継続的な取り組みが実施されるとともに、

他州への展開に対して、財政的側面も含めた技術協力が何らかの形で得られれば、より自立

発展性を強固なものにできると考えられる。 
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４－６ 結論 

プロジェクト目標は「南スラウェシ州において、AI ヒト感染症例サーベイランスが、包括的地

域重要感染症サーベイランスを通じて強化される」であり、その指標は報告の適時性、フィード

バックが 12 カ月を通じて 80％以上を維持することである。 
終了時評価時点では、プロジェクト最終 1 年間の同指標は計測途中であるが、直近 3 週間連続

で同指標は 80％を十分上回っていることから、終了時までの 1 年間のデータを推定すれば、本プ

ロジェクト目標が達成されることは可能と判断できる。 
また、本プロジェクトの中心的な成果指標のひとつである技術指針は着実に作成され、かつ、

現場で実行されその結果を踏まえ改訂されている。この技術指針は南スラウェシ州知事令として

公式化されており、本プロジェクトの大きな成果と高く評価できる。 
さらに、中央スラウェシ州では、保健省による本プロジェクトで作成された技術指針のアドボ

カシー活動が既に行われており、また、複数の他州からも同指針を入手したいという希望が州保

健局に寄せられている。 
これらのことから、本プロジェクトは 3 年間という短い期間であるにもかかわらず、上記目標

である「インドネシアの他州において、AI ヒト感染症サーベイランスが、包括的地域重要感染症

サーベイランスシステムを通じて強化される」に関して、既にその萌芽が出ていることからも、

本プロジェクトは特筆すべき成果を上げていると評価できる。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

 

<保健省> 

１．AI を地域重要感染症サーベイランスシステムの必要性・重要性について、引き続き高いコ

ミットメントを発すること。 
２．特に、まだ同システムが導入ないしは確立していない州に対して、その導入・確立を強く

示唆する。 
３．保健省は、州間の経験、情報交換を促進するような機会を設けること。 

<州保健局> 

１．州保健局は、サーベイランスシステム運営に必要な予算を確保するとともに、必要な人材

育成にも更に努力すること。 
２．州保健局は、経験や情報について県間での共有を促進するような機会を定期的に設けるこ

と。 
<県保健局 DHO> 

１．県保健局は、サーベイランスシステム運営に必要な予算を確保するとともに、必要な人材

育成にも更に努力すること。 
２．県保健局は、経験や情報について保健センター間での共有を促進するような機会を定期的

に設けること。 
<プロジェクト/JICA 専門家> 

１．本プロジェクトで確立したサーベイランスシステムモデルを南スラウェシ州以外で展開す

るには、技術指針のどの部分を当該州の実情にかなったものに修正しなければならないか

を検討すること。 
２．南スラウェシ州での経験を他州で活用できるよう、分野別の作業行程、困難であった点な

どをまとめておくこと。 
<共通事項> 

１．家畜セクター、検査セクターなど関係機関との情報共有、協力関係の維持・向上に努める

こと。 
 

５－２ 教訓 

(1) 本プロジェクトは 3 年間という短期間で、なおかつ多くの行政レベルにまたがるにもかか

わらず、そのプロジェクト目標をほぼ達成し、インドネシアにおける AI サーベイランスモ

デル開発を可能としたのは、現地の状況に合わせて既存のサーベイランスシステムをパッケ

ージ化することによって、国家戦略の実現をめざすというプロジェクトデザインにより、中

央、並びに州レベル双方の強いコミットを得たことからである。 

 

(2) しかしながら、本モデルを他州に展開するためには 3 年間はあまりに短く、モデルの拡大

をプロジェクト計画当初から配慮したプロジェクトデザインも必要であった。 
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(3) プロジェクトがまず、「技術指針」を地域の現状にあわせて作成し、これを基に活動を展

開しながら机上訓練等を通じて改訂をすることにより、現地スタッフの技術的基盤とオーナ

ーシップが増し、これが予算確保や他州への拡大への意欲などで示される自立発展性の促進

につながった。 

 

(4) さらに、プロジェクトではコストシェアリングを導入してきたが、これは州レベルにおけ

るコスト意識変革と予算獲得に繋がっており、プロジェクト終了後の自立発展性に関する重

要な変化を生んでいる。 

 

(5) プロジェクトはサーベイランスシステム強化であり、その基本は関係者のキャパシティデ

ベロップメントであるが、そのための研修や指導等のプロジェクト活動を通じた実施機関間

の関係性強化が最終的なシステム確立を可能としたと考えられる。 

 

(6) 本プロジェクトのデザインが固まり、開始が決定された段階では、インドネシア側が本プ

ロジェクトの予算措置を講じることができる時期を過ぎており、プロジェクト初年度の予算

に関してインドネシア側の負担がない状態となり、プロジェクトの活動が停滞した。プロジ

ェクトの計画立案プロセスにおいては、相手国側の予算措置プロセスを十分考慮することが

重要である。 
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付 属 資 料 

１．調査日程 

 

２．評価グリッド 

 

３．M/M, Joint Final Evaluation Report

 



 



  

 

 

JICA ベース団員 
    

牛尾審議役 金井部長、三好課長 加藤 
(株)日本開発サービス 井上主任 

5月17日 火       成田発⇒ジャカルタ着 

5月18日 水       事務所、保健省表敬、マカッサルへ移動 

5月19日 木       専門家と協議。州保健局表敬・打合せ 

5月20日 金       近隣県調査（活動進捗、成果確認） 

5月21日 土       データ整理 

5月22日 日 成田⇒ジャカルタ着 データ整理 

5月23日 月 

プロジェクト事務所 

保健省表敬、 

HIHRD 訪問 

（マカッサルへ移動） 

近隣県調査 

（進捗・成果確認＋ラボ、家禽） 

5月24日 火 BBLK 訪問、モロ県保健局訪問 

5月25日 水 州保健局及び一部県関係者と評価結果協議 

5月26日 木 県保健局関係者を対象に評価ワークショップ 

5月27日 金 専門家チームと協議 

5月28日 土 団内協議 

5月29日 日 団内協議 

5月30日 月 
保健省サーベイランス・アウトブレイク対応部長とミニッツ協議 

保健省国際局表敬 

5月31日 火 

WHO 訪問 

ミニッツ署名(検疫予防接種局長) 

大使館報告           （牛尾団長、井上団員：ジャカルタ発、夜便） 

6 月 1 日 水 東京着 

補足調査  

JICA 事務所報告 

(夜：ジャカルタ発） 

東京着 

6 月 2 日 木   東京着   
 

 

 

１．調査日程
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【評価グリッド】インドネシア国 鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プロジェクト 

評価 5

項目 

評価設問 
判断基準 必要なデータ 情報源 

データ収集
方法 大項目 中項目 小項目 

 

  

妥
当
性 

優先性 プロジェクトがめざす効果とインドネシアの保健政
策等との整合性 

政策等との
比較 

インドネシアの保
健政策等 

① インドネシア
保健医療政策
文書 

② 保健省 

① 資料レビュ
ー 

② インタ ビュ
ー 

日本の援助政策、JICA
国別事業実施計画等と
の整合性 

援助重点課題との関
連性 

政策等との
比較 

日本のインドネシ
アに対する援助
重点分野 

対インドネシア援
助政策等 

資料レビュー 

JICA 国別事業実施計
画との関連性 

政策等との
比較 

保健医療分野の
位置づけ 

JICA 対インドネシ
ア国 国別事業
実施計画等 

資料レビュー 

必要性 ターゲットグループの妥
当性 

プロジェクト目標とター
ゲットグループのニー
ズの一致性 

 ① C/P の経験・
能力 

② AI サーベイラ
ンスシステムの
現状 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  
③ サーベイラン

ス関連文書、
組織図等 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

方法の適
切性 

インドネシアの AI 対策に対する支援アプローチと
して「サーベイランスシステム強化を」選択した適
切性 

 支援アプローチ
選択に至る経緯 

① 事前評価調査
報告書等 

② 専門家、C/P  

資料レビュー 

社会的配慮 ジェンダーや民族、社
会的階層に対する配
慮の有無 

 関係者の意見 ① 専門家 
② JICA 担 当 部

門 

資料レビュー 

日本の技術の優位性  ① 保健分野の
援助実績 

② 専門家の有
する技術、経
験 

① プロジェクト報
告書類 

② JICA 担当部
門 

③ 専門家 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

有
効
性 

達成状況 成果の達成状況 各成果の指標の達成
状況 

 ① 指標の達成
状況 

② プロジェクト活
動実績と達成
度 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

AI ヒト感染疑い症例の
検知・報告・記録体制
が強化されたか 

指標達成状
況以外の状
況も含めた
総合的現状
の確認 

プロジェクト活動
対象範囲内の指
標以外の成果等

① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

③ 直接観察 

有効な AI ヒト感染疑
い症例の早期報告シ
ステムが開発 

プロジェクト活動
対象範囲内の指
標以外の成果等

① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

③ 直接観察 

州及び県早期疫学対
応チームのアウトブレ
イク調査能力が強化さ
れたか 

プロジェクト活動
対象範囲内の指
標以外の成果等

① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

③ 直接観察 

検体の採取、移送及
び検査結果の管理が
最適化されたか 

プロジェクト活動
対象範囲内の指
標以外の成果等

① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

③ 直接観察 

サーベイランス及びレ
スポンスに関して、中
央レベル、南スラウェ
シ州及び各県の連携
が強化されたか 

プロジェクト活動
対象範囲内の指
標以外の成果等

① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

③ 直接観察 

プロジェクト目標の達成
見込み 

南スラウェシ州におい
て、AI ヒト感染症例サ
ーベイランスが強化さ
れたか 

総合的判断 ① 指標の達成
状況 

② プロジェクト活
動対象範囲内
の指標以外の
成果等 

① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

③ 直接観察 

因果関係 プロジェクト目標の達成
は成果によって引き起こ
されたものか 

ロジックに誤りはない
か 

論理性の検
証 

調査団による検
証 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

他にプロジェクト目標
達成に必要な成果、
または有効なアプロー
チななかったか 

活動の有効
性の検証 

① 調査団による
検証 

② 関係者の意
見 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

２．評価グリッド
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【評価グリッド】インドネシア国 鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プロジェクト 

評価 5

項目 

評価設問 
判断基準 必要なデータ 情報源 

データ収集
方法 大項目 中項目 小項目 

 

  

促 進 ・ 阻
害要因 

成果達成に対する促
進・阻害要因 

「研修・訓練を受けた
保健人材及びカウン
ターパートが引き続き
在職する」の状況 

 ① C/P 配置状
況 

② C/P 離職率 

① プロジェクト活
動報告書等 

② 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② 質問票 
③ インタビュ

ー 

「家畜セクターによる
家禽の AI サーベイラ
ンスが継続される」の
状況 

 家畜セクターによ
る家禽の AI サー
ベイランスの現状

① プロジェクト活
動報告書等 

② 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② 質問票 
③ インタビュ

ー 

その他の影響はある
か 

 ①関係者の意見
②その他の外部
条件 

① 専門家、C/P  
② プロジェクト報

告書類 

①インタビュー
②資料のレビュ
ー 

プロジェクト目標達成に
対する促進・阻害要因 

「AI 検体のラボ検査が
適切に実施される」の
状況 

 ① AI ラボ検査の
現状 

② 関係者の意
見 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

「インドネシア側が必
要な予算を配分する」
の状況 

 ① 予算執行状
況 

② 関係者の意
見 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

その他の影響はある
か 

 ①関係者の意見
②その他の外部
条件 

① 専門家、C/P  
② プロジェクト報

告書類 

①インタビュー
②資料のレビュ
ー 

効
率
性 

時間資源 計画どおりに成果が達成されたか  プロジェクト活動
の進捗管理 

① プロジェクト報
告書類 

② 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

投 入 の
質、量、タ
イミング  

達成されたアウトプットか
ら見て、投入の質、量、
タイミングは適切か 

専門家派遣人数、専
門分野、派遣時期は
適切か 

実績の部分
に関しては
計画値との
比較 

① 派遣実績 
② 専門家の働き

ぶり 

① 投入実績表 
② プロジェクト報

告書類 
③ 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

供与機材の種類、量、
設置時期は適切か 

① 機材投入実
績 

② 利用状況 

① 投入実績表 
② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② 直接観察 
③ インタビュ

ー 

プロジェクトにより作
成、導入された資機
材は活用されている
か 

① 資料の利用
状況 

② 機材投入実
績と稼働状況

① プロジェクト活
動報告書等 

② 投入実績表 

① 資料レビュ
ー 

② 直接観察 

本 邦 研 修 の タ イ ミ ン
グ、内容、期間は適切
か 
また、どのように成果
に反映したか 

① 研修受入実
績 

② 関係者の意
見 

① 投入実績表 
② 研修員 
③ 専門家 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

現 地 研 修 の タ イ ミ ン
グ、内容、期間、フォ
ローアップは適切か 

① 現地研修開
催実績 

② 研修成果 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② 質問票 
③ インタビュ

ー 

プロジェクトの現地活
動費の額は適切か 

 日本側現地活動
費投入実績 

① 投入実績表 
② 専門家  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

インドネシア側の C/P
配置、予算規模は適
切か 

 インドネシア側投
入実績 

① 投入実績表 
② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② 質問票 
③ インタビュ

ー 

既存のリソ
ー ス と の
連携 

日本のリソースの活用 
 

合同調整委員会の提
言が成果達成に影響
したか 

 プロジェクト活動
実績 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

成果達成に貢献する
他の日本のリソース等
との連携実績はあった
か 

 プロジェクト活動
実績 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家 
③ JOCV 等  

① 資料レビュ
ー 

② 質問票 

他ドナー等の連携 成果達成に貢献する
他ドナーとの連携実
績があったか 

 連携実績 ① プロジェクト報
告書類 

② 専門家 
③ 他ドナー 

① 資料レビュ
ー 

② 質問票 
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【評価グリッド】インドネシア国 鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プロジェクト 

評価 5

項目 

評価設問 
判断基準 必要なデータ 情報源 

データ収集
方法 大項目 中項目 小項目 

 

  

促 進 要
因 ・ 阻 害
要因 

効率性を促進した要因はあるか  関係者の意見 ① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

効率性を阻害した要因はあるか  関係者の意見 ① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

イ
ン
パ
ク
ト 

ス ー パ ー
ゴ ー ル の
達成見込
み 

スーパーゴールと上位目標は乖離していないか
（指標設定の妥当性の検証も含む） 
 

ロジックの
検証 

保健政策等 ① インドネシアの
保健政策等 

② 調査団による
検証 

資料レビュー 

上位目標
の達成見
込み 

上位目標とプロジェクト目標は乖離していないか
（指標設定の妥当性の検証も含む） 
 

ロジックの
検証 

保健政策等 ① インドネシアの
保健政策等 

② 調査団による
検証 

資料レビュー 

プロジェクト期間終了後、インドネシアの自助努力
により、南スラウェシ州で強化された AI サーベイラ
ンスシステムが他州に普及される見込みはあるか 

現状からの
予測 

① プロジェクト目
標達成状況 

② 自立発展性
の検証 

① プロジェクト報
告書類 

② インドネシア
政策等 

③ 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

上位目標達成に対す
る促進・阻害要因 

上位目標に至るまでの
外部条件「国家 AI 対策
に係る政策、法令等に
サーベイランス実施に影
響を及ぼすような変更が
生じない」は現時点にお
いても正しいか、外部条
件が満たされる可能性
は高いか 

ロジックの
検証 

外部条件が満た
されない可能性 

① 関係者の意見 
② 調査団による

検証 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

そ の 他 の
インパクト 

上位目標以外に、プ
ロジェクトはどのような
変化をもたらしそうか、
また、現時点で発現し
ているインパクトはある
か 

正のインパクト  その他の情報 ① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

負のインパクト  その他の情報 ① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

自
立
発
展
性 

プロジェク
トの効果
が援助終
了後も維
持される
見込み 

政策・制度的側面 インドネシアにおける AI
対策に関連する政策が
継続・強化されるか 

 インドネシアの保
健政策 

① 保健省 
② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

インタビュー 

プロジェクト成果を対象
地 域 以 外 の 施 設 に 普
及・拡大するための政策
的支援等が実施される
か 

 ① インドネシア
の保健政策 

② 保健省の意
向・方針 

① 保健省 
② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

インタビュー 

財務的側面 AI 対策のための予算は
継続されるか 

 インドネシアの保
健政策、予算等 

① 保健省 
② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

インタビュー 

AI サーベイランスシステ
ム普及のための人員・予
算措置は実施される見
込みがあるか 

 インドネシアの保
健政策、予算等 

① 保健省 
② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

インタビュー 

技術的側面 プロジェクトにより強化さ
れた AI サーベイランス
システムは、プロジェクト
終了後も維持・向上する
見込みはあるか 

 ① プロジェクト成
果維持のため
のシステムの
有無等 

② 技術力向上
の機会 

① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

プロジェクト成果普及の
為の人材は養成されて
いるか 

 管理能力等 ① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

促進要因・阻害要因 プロジェクトの効果が維
持するための外部条件
は維持されるか 

 関係者の意見 ① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 

自立発展性に影響する
促進要因・阻害要因に
対する対応は検討され
ているか 

 関係者の意見 ① プロジェクト活
動報告書等 

② 専門家 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 
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評価 5

項目 

評価設問 
判断基準 必要なデータ 情報源 

データ収集
方法 大項目 中項目 小項目 

 

  

 

総合的自
立発展性 

上記のような側面を総合的に勘案して、自立発展
性は担保されているか 

 調査団による評
価分析 

① プロジェクト報
告書類 

② 専門家、C/P  
③ 関係者の意見 

① 資料レビュ
ー 

② インタビュ
ー 
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